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○

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
（
第
一
条
関
係
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
編

（
略
）

第
一
編

（
略
）

第
二
編

罪

第
二
編

罪

第
一
章
～
第
二
十
一
章

（
略
）

第
一
章
～
第
二
十
一
章

（
略
）

第
二
十
二
章

わ
い
せ
つ
、
不
同
意
性
交
等
及
び
重
婚
の
罪

第
二
十
二
章

わ
い
せ
つ
、
強
制
性
交
等
及
び
重
婚
の
罪
（

（
第
百
七
十
四
条
―
第
百
八
十
四
条
）

第
百
七
十
四
条
―
第
百
八
十
四
条
）

第
二
十
三
章
～
第
四
十
章

（
略
）

第
二
十
三
章
～
第
四
十
章

（
略
）

（
国
民
の
国
外
犯
）

（
国
民
の
国
外
犯
）

第
三
条

こ
の
法
律
は
、
日
本
国
外
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
罪
を

第
三
条

こ
の
法
律
は
、
日
本
国
外
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
罪
を

犯
し
た
日
本
国
民
に
適
用
す
る
。

犯
し
た
日
本
国
民
に
適
用
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

第
百
七
十
六
条
、
第
百
七
十
七
条
及
び
第
百
七
十
九
条
か

五

第
百
七
十
六
条
か
ら
第
百
八
十
一
条
ま
で
（
強
制
わ
い
せ

ら
第
百
八
十
一
条
ま
で
（
不
同
意
わ
い
せ
つ
、
不
同
意
性
交

つ
、
強
制
性
交
等
、
準
強
制
わ
い
せ
つ
及
び
準
強
制
性
交
等

等
、
監
護
者
わ
い
せ
つ
及
び
監
護
者
性
交
等
、
未
遂
罪
、
不

、
監
護
者
わ
い
せ
つ
及
び
監
護
者
性
交
等
、
未
遂
罪
、
強
制

同
意
わ
い
せ
つ
等
致
死
傷
）
並
び
に
第
百
八
十
四
条
（
重
婚

わ
い
せ
つ
等
致
死
傷
）
及
び
第
百
八
十
四
条
（
重
婚
）
の
罪

）
の
罪

六
～
十
三

（
略
）

六
～
十
三

（
略
）

十
四

第
二
百
三
十
五
条
か
ら
第
二
百
三
十
六
条
ま
で
（
窃
盗

十
四

第
二
百
三
十
五
条
か
ら
第
二
百
三
十
六
条
ま
で
（
窃
盗

、
不
動
産
侵
奪
、
強
盗
）
、
第
二
百
三
十
八
条
か
ら
第
二
百

、
不
動
産
侵
奪
、
強
盗
）
、
第
二
百
三
十
八
条
か
ら
第
二
百

四
十
条
ま
で
（
事
後
強
盗
、
昏
酔
強
盗
、
強
盗
致
死
傷
）
、

四
十
条
ま
で
（
事
後
強
盗
、
昏
酔
強
盗
、
強
盗
致
死
傷
）
、

こ
ん

こ
ん

第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
強
盗
・
不
同
意
性

第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
強
盗
・
強
制
性
交

交
等
及
び
同
致
死
）
並
び
に
第
二
百
四
十
三
条
（
未
遂
罪
）

等
及
び
同
致
死
）
並
び
に
第
二
百
四
十
三
条
（
未
遂
罪
）
の

の
罪

罪
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十
五
～
十
七

（
略
）

十
五
～
十
七

（
略
）

（
国
民
以
外
の
者
の
国
外
犯
）

（
国
民
以
外
の
者
の
国
外
犯
）

第
三
条
の
二

こ
の
法
律
は
、
日
本
国
外
に
お
い
て
日
本
国
民
に

第
三
条
の
二

こ
の
法
律
は
、
日
本
国
外
に
お
い
て
日
本
国
民
に

対
し
て
次
に
掲
げ
る
罪
を
犯
し
た
日
本
国
民
以
外
の
者
に
適
用

対
し
て
次
に
掲
げ
る
罪
を
犯
し
た
日
本
国
民
以
外
の
者
に
適
用

す
る
。

す
る
。

一

第
百
七
十
六
条
、
第
百
七
十
七
条
及
び
第
百
七
十
九
条
か

一

第
百
七
十
六
条
か
ら
第
百
八
十
一
条
ま
で
（
強
制
わ
い
せ

ら
第
百
八
十
一
条
ま
で
（
不
同
意
わ
い
せ
つ
、
不
同
意
性
交

つ
、
強
制
性
交
等
、
準
強
制
わ
い
せ
つ
及
び
準
強
制
性
交
等

等
、
監
護
者
わ
い
せ
つ
及
び
監
護
者
性
交
等
、
未
遂
罪
、
不

、
監
護
者
わ
い
せ
つ
及
び
監
護
者
性
交
等
、
未
遂
罪
、
強
制

同
意
わ
い
せ
つ
等
致
死
傷
）
の
罪

わ
い
せ
つ
等
致
死
傷
）
の
罪

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

六

第
二
百
三
十
六
条
（
強
盗
）
、
第
二
百
三
十
八
条
か
ら
第

六

第
二
百
三
十
六
条
（
強
盗
）
、
第
二
百
三
十
八
条
か
ら
第

二
百
四
十
条
ま
で
（
事
後
強
盗
、
昏
酔
強
盗
、
強
盗
致
死
傷

二
百
四
十
条
ま
で
（
事
後
強
盗
、
昏
酔
強
盗
、
強
盗
致
死
傷

）
並
び
に
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
強
盗
・

）
並
び
に
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
強
盗
・

不
同
意
性
交
等
及
び
同
致
死
）
の
罪
並
び
に
こ
れ
ら
の
罪
（

強
制
性
交
等
及
び
同
致
死
）
の
罪
並
び
に
こ
れ
ら
の
罪
（
同

同
条
第
一
項
の
罪
を
除
く
。
）
の
未
遂
罪

条
第
一
項
の
罪
を
除
く
。
）
の
未
遂
罪

第
二
十
二
章

わ
い
せ
つ
、
不
同
意
性
交
等
及
び
重
婚
の

第
二
十
二
章

わ
い
せ
つ
、
強
制
性
交
等
及
び
重
婚
の
罪

罪

（
不
同
意
わ
い
せ
つ
）

（
強
制
わ
い
せ
つ
）

第
百
七
十
六
条

次
に
掲
げ
る
行
為
又
は
事
由
そ
の
他
こ
れ
ら
に

第
百
七
十
六
条

十
三
歳
以
上
の
者
に
対
し
、
暴
行
又
は
脅
迫
を

類
す
る
行
為
又
は
事
由
に
よ
り
、
同
意
し
な
い
意
思
を
形
成
し

用
い
て
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
し
た
者
は
、
六
月
以
上
十
年
以
下

、
表
明
し
若
し
く
は
全
う
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
態
に
さ
せ
又

の
懲
役
に
処
す
る
。
十
三
歳
未
満
の
者
に
対
し
、
わ
い
せ
つ
な

は
そ
の
状
態
に
あ
る
こ
と
に
乗
じ
て
、
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
し

行
為
を
し
た
者
も
、
同
様
と
す
る
。

た
者
は
、
婚
姻
関
係
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
六
月
以
上
十
年

以
下
の
拘
禁
刑
に
処
す
る
。

一

暴
行
若
し
く
は
脅
迫
を
用
い
る
こ
と
又
は
そ
れ
ら
を
受
け
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た
こ
と
。

二

心
身
の
障
害
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
又
は
そ
れ
が
あ
る
こ
と

。
三

ア
ル
コ
ー
ル
若
し
く
は
薬
物
を
摂
取
さ
せ
る
こ
と
又
は
そ

れ
ら
の
影
響
が
あ
る
こ
と
。

四

睡
眠
そ
の
他
の
意
識
が
明
瞭
で
な
い
状
態
に
さ
せ
る
こ
と

又
は
そ
の
状
態
に
あ
る
こ
と
。

五

同
意
し
な
い
意
思
を
形
成
し
、
表
明
し
又
は
全
う
す
る
い

と
ま
が
な
い
こ
と
。

六

予
想
と
異
な
る
事
態
に
直
面
さ
せ
て
恐
怖
さ
せ
、
若
し
く

は
驚
愕
さ
せ
る
こ
と
又
は
そ
の
事
態
に
直
面
し
て
恐
怖
し
、

が
く

若
し
く
は
驚
愕
し
て
い
る
こ
と
。

七

虐
待
に
起
因
す
る
心
理
的
反
応
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
又
は

そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

八

経
済
的
又
は
社
会
的
関
係
上
の
地
位
に
基
づ
く
影
響
力
に

よ
っ
て
受
け
る
不
利
益
を
憂
慮
さ
せ
る
こ
と
又
は
そ
れ
を
憂

慮
し
て
い
る
こ
と
。

２

行
為
が
わ
い
せ
つ
な
も
の
で
は
な
い
と
の
誤
信
を
さ
せ
、
若

し
く
は
行
為
を
す
る
者
に
つ
い
て
人
違
い
を
さ
せ
、
又
は
そ
れ

ら
の
誤
信
若
し
く
は
人
違
い
を
し
て
い
る
こ
と
に
乗
じ
て
、
わ

い
せ
つ
な
行
為
を
し
た
者
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

３

十
六
歳
未
満
の
者
に
対
し
、
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
し
た
者
（

当
該
十
六
歳
未
満
の
者
が
十
三
歳
以
上
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て

は
、
そ
の
者
が
生
ま
れ
た
日
よ
り
五
年
以
上
前
の
日
に
生
ま
れ

た
者
に
限
る
。
）
も
、
第
一
項
と
同
様
と
す
る
。

（
不
同
意
性
交
等
）

（
強
制
性
交
等
）

第
百
七
十
七
条

前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
又
は
事
由
そ

第
百
七
十
七
条

十
三
歳
以
上
の
者
に
対
し
、
暴
行
又
は
脅
迫
を
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の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為
又
は
事
由
に
よ
り
、
同
意
し
な
い

用
い
て
性
交
、
肛
門
性
交
又
は
口
腔
性
交
（
以
下
「
性
交
等
」

こ
う

く
う

意
思
を
形
成
し
、
表
明
し
若
し
く
は
全
う
す
る
こ
と
が
困
難
な

と
い
う
。
）
を
し
た
者
は
、
強
制
性
交
等
の
罪
と
し
、
五
年
以

状
態
に
さ
せ
又
は
そ
の
状
態
に
あ
る
こ
と
に
乗
じ
て
、
性
交
、

上
の
有
期
懲
役
に
処
す
る
。
十
三
歳
未
満
の
者
に
対
し
、
性
交

肛
門
性
交
、
口
腔
性
交
又
は
膣
若
し
く
は
肛
門
に
身
体
の
一
部

等
を
し
た
者
も
、
同
様
と
す
る
。

こ
う

く
う

ち
つ

（
陰
茎
を
除
く
。
）
若
し
く
は
物
を
挿
入
す
る
行
為
で
あ
っ
て

わ
い
せ
つ
な
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
七
十
九
条
第
二
項

に
お
い
て
「
性
交
等
」
と
い
う
。
）
を
し
た
者
は
、
婚
姻
関
係

の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
五
年
以
上
の
有
期
拘
禁
刑
に
処
す
る

。
２

行
為
が
わ
い
せ
つ
な
も
の
で
は
な
い
と
の
誤
信
を
さ
せ
、
若

し
く
は
行
為
を
す
る
者
に
つ
い
て
人
違
い
を
さ
せ
、
又
は
そ
れ

ら
の
誤
信
若
し
く
は
人
違
い
を
し
て
い
る
こ
と
に
乗
じ
て
、
性

交
等
を
し
た
者
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

３

十
六
歳
未
満
の
者
に
対
し
、
性
交
等
を
し
た
者
（
当
該
十
六

歳
未
満
の
者
が
十
三
歳
以
上
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
そ
の

者
が
生
ま
れ
た
日
よ
り
五
年
以
上
前
の
日
に
生
ま
れ
た
者
に
限

る
。
）
も
、
第
一
項
と
同
様
と
す
る
。

（
準
強
制
わ
い
せ
つ
及
び
準
強
制
性
交
等
）

第
百
七
十
八
条

削
除

第
百
七
十
八
条

人
の
心
神
喪
失
若
し
く
は
抗
拒
不
能
に
乗
じ
、

又
は
心
神
を
喪
失
さ
せ
、
若
し
く
は
抗
拒
不
能
に
さ
せ
て
、
わ

い
せ
つ
な
行
為
を
し
た
者
は
、
第
百
七
十
六
条
の
例
に
よ
る
。

２

人
の
心
神
喪
失
若
し
く
は
抗
拒
不
能
に
乗
じ
、
又
は
心
神
を

喪
失
さ
せ
、
若
し
く
は
抗
拒
不
能
に
さ
せ
て
、
性
交
等
を
し
た

者
は
、
前
条
の
例
に
よ
る
。

（
監
護
者
わ
い
せ
つ
及
び
監
護
者
性
交
等
）

（
監
護
者
わ
い
せ
つ
及
び
監
護
者
性
交
等
）

第
百
七
十
九
条

十
八
歳
未
満
の
者
に
対
し
、
そ
の
者
を
現
に
監

第
百
七
十
九
条

十
八
歳
未
満
の
者
に
対
し
、
そ
の
者
を
現
に
監
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護
す
る
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
影
響
力
が
あ
る
こ
と
に
乗
じ
て

護
す
る
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
影
響
力
が
あ
る
こ
と
に
乗
じ
て

わ
い
せ
つ
な
行
為
を
し
た
者
は
、
第
百
七
十
六
条
第
一
項
の
例

わ
い
せ
つ
な
行
為
を
し
た
者
は
、
第
百
七
十
六
条
の
例
に
よ
る

に
よ
る
。

。

２

十
八
歳
未
満
の
者
に
対
し
、
そ
の
者
を
現
に
監
護
す
る
者
で

２

十
八
歳
未
満
の
者
に
対
し
、
そ
の
者
を
現
に
監
護
す
る
者
で

あ
る
こ
と
に
よ
る
影
響
力
が
あ
る
こ
と
に
乗
じ
て
性
交
等
を
し

あ
る
こ
と
に
よ
る
影
響
力
が
あ
る
こ
と
に
乗
じ
て
性
交
等
を
し

た
者
は
、
第
百
七
十
七
条
第
一
項
の
例
に
よ
る
。

た
者
は
、
第
百
七
十
七
条
の
例
に
よ
る
。

（
未
遂
罪
）

（
未
遂
罪
）

第
百
八
十
条

第
百
七
十
六
条
、
第
百
七
十
七
条
及
び
前
条
の
罪

第
百
八
十
条

第
百
七
十
六
条
か
ら
前
条
ま
で
の
罪
の
未
遂
は
、

の
未
遂
は
、
罰
す
る
。

罰
す
る
。

（
不
同
意
わ
い
せ
つ
等
致
死
傷
）

（
強
制
わ
い
せ
つ
等
致
死
傷
）

第
百
八
十
一
条

第
百
七
十
六
条
若
し
く
は
第
百
七
十
九
条
第
一

第
百
八
十
一
条

第
百
七
十
六
条
、
第
百
七
十
八
条
第
一
項
若
し

項
の
罪
又
は
こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂
罪
を
犯
し
、
よ
っ
て
人
を
死

く
は
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
罪
又
は
こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂
罪

傷
さ
せ
た
者
は
、
無
期
又
は
三
年
以
上
の
懲
役
に
処
す
る
。

を
犯
し
、
よ
っ
て
人
を
死
傷
さ
せ
た
者
は
、
無
期
又
は
三
年
以

上
の
懲
役
に
処
す
る
。

２

第
百
七
十
七
条
若
し
く
は
第
百
七
十
九
条
第
二
項
の
罪
又
は

２

第
百
七
十
七
条
、
第
百
七
十
八
条
第
二
項
若
し
く
は
第
百
七

こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂
罪
を
犯
し
、
よ
っ
て
人
を
死
傷
さ
せ
た
者

十
九
条
第
二
項
の
罪
又
は
こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂
罪
を
犯
し
、
よ

は
、
無
期
又
は
六
年
以
上
の
懲
役
に
処
す
る
。

っ
て
人
を
死
傷
さ
せ
た
者
は
、
無
期
又
は
六
年
以
上
の
懲
役
に

処
す
る
。

（
十
六
歳
未
満
の
者
に
対
す
る
面
会
要
求
等
）

第
百
八
十
二
条

わ
い
せ
つ
の
目
的
で
、
十
六
歳
未
満
の
者
に
対

（
新
設
）

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
行
為
を
し
た
者
（
当
該

十
六
歳
未
満
の
者
が
十
三
歳
以
上
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、

そ
の
者
が
生
ま
れ
た
日
よ
り
五
年
以
上
前
の
日
に
生
ま
れ
た
者

に
限
る
。
）
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の

罰
金
に
処
す
る
。
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一

威
迫
し
、
偽
計
を
用
い
又
は
誘
惑
し
て
面
会
を
要
求
す
る

こ
と
。

二

拒
ま
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
反
復
し
て
面
会
を
要
求
す

る
こ
と
。

三

金
銭
そ
の
他
の
利
益
を
供
与
し
、
又
は
そ
の
申
込
み
若
し

く
は
約
束
を
し
て
面
会
を
要
求
す
る
こ
と
。

２

前
項
の
罪
を
犯
し
、
よ
っ
て
わ
い
せ
つ
の
目
的
で
当
該
十
六

歳
未
満
の
者
と
面
会
を
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は

百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

３

十
六
歳
未
満
の
者
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か

の
行
為
（
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
当
該
行
為
を

さ
せ
る
こ
と
が
わ
い
せ
つ
な
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を

要
求
し
た
者
（
当
該
十
六
歳
未
満
の
者
が
十
三
歳
以
上
で
あ
る

場
合
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
生
ま
れ
た
日
よ
り
五
年
以
上
前

の
日
に
生
ま
れ
た
者
に
限
る
。
）
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又

は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

性
交
、
肛
門
性
交
又
は
口
腔
性
交
を
す
る
姿
態
を
と
っ
て

そ
の
映
像
を
送
信
す
る
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
膣
又
は
肛
門
に
身
体
の
一

部
（
陰
茎
を
除
く
。
）
又
は
物
を
挿
入
し
又
は
挿
入
さ
れ
る

姿
態
、
性
的
な
部
位
（
性
器
若
し
く
は
肛
門
若
し
く
は
こ
れ

ら
の
周
辺
部
、
臀
部
又
は
胸
部
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お

で
ん

い
て
同
じ
。
）
を
触
り
又
は
触
ら
れ
る
姿
態
、
性
的
な
部
位

を
露
出
し
た
姿
態
そ
の
他
の
姿
態
を
と
っ
て
そ
の
映
像
を
送

信
す
る
こ
と
。

（
淫
行
勧
誘
）

（
淫
行
勧
誘
）

第
百
八
十
三
条

（
略
）

第
百
八
十
二
条

（
略
）
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（
削
る
）

第
百
八
十
三
条

削
除

（
強
盗
・
不
同
意
性
交
等
及
び
同
致
死
）

（
強
盗
・
強
制
性
交
等
及
び
同
致
死
）

第
二
百
四
十
一
条

強
盗
の
罪
若
し
く
は
そ
の
未
遂
罪
を
犯
し
た

第
二
百
四
十
一
条

強
盗
の
罪
若
し
く
は
そ
の
未
遂
罪
を
犯
し
た

者
が
第
百
七
十
七
条
の
罪
若
し
く
は
そ
の
未
遂
罪
を
も
犯
し
た

者
が
強
制
性
交
等
の
罪
（
第
百
七
十
九
条
第
二
項
の
罪
を
除
く

と
き
、
又
は
同
条
の
罪
若
し
く
は
そ
の
未
遂
罪
を
犯
し
た
者
が

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
そ
の
未
遂
罪
を

強
盗
の
罪
若
し
く
は
そ
の
未
遂
罪
を
も
犯
し
た
と
き
は
、
無
期

も
犯
し
た
と
き
、
又
は
強
制
性
交
等
の
罪
若
し
く
は
そ
の
未
遂

又
は
七
年
以
上
の
懲
役
に
処
す
る
。

罪
を
犯
し
た
者
が
強
盗
の
罪
若
し
く
は
そ
の
未
遂
罪
を
も
犯
し

た
と
き
は
、
無
期
又
は
七
年
以
上
の
懲
役
に
処
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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○

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
（
第
二
条
関
係
）

改

正

案

現

行

第
二
百
五
十
条

（
略
）

第
二
百
五
十
条

（
略
）

②

（
略
）

②

（
略
）

③

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
罪
に
つ

（
新
設
）

い
て
の
時
効
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
こ
と

に
よ
つ
て
完
成
す
る
。

一

刑
法
第
百
八
十
一
条
の
罪
（
人
を
負
傷
さ
せ
た
と
き
に
限

る
。
）
若
し
く
は
同
法
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
の
罪
又
は

盗
犯
等
の
防
止
及
び
処
分
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
年
法
律

第
九
号
）
第
四
条
の
罪
（
同
項
の
罪
に
係
る
部
分
に
限
る
。

）

二
十
年

二

刑
法
第
百
七
十
七
条
、
第
百
七
十
八
条
第
二
項
若
し
く
は

第
百
七
十
九
条
第
二
項
の
罪
又
は
こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂
罪

十
五
年

三

刑
法
第
百
七
十
六
条
、
第
百
七
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は

第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
罪
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂

罪
又
は
児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
一
項
の
罪
（
自
己
を
相
手

方
と
し
て
淫
行
を
さ
せ
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
二
年

④

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
罪
に

（
新
設
）

つ
い
て
、
そ
の
被
害
者
が
犯
罪
行
為
が
終
わ
つ
た
時
に
十
八
歳

未
満
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
時
効
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期

間
に
当
該
犯
罪
行
為
が
終
わ
つ
た
時
か
ら
当
該
被
害
者
が
十
八

歳
に
達
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
相
当
す
る
期
間
を
加
算
し
た
期

間
を
経
過
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
完
成
す
る
。
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○

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
（
第
三
条
関
係
）

改

正

案

現

行

第
百
五
十
七
条
の
六

裁
判
所
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
証
人
と
し

第
百
五
十
七
条
の
六

裁
判
所
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
証
人
と
し

て
尋
問
す
る
場
合
に
お
い
て
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
検
察

て
尋
問
す
る
場
合
に
お
い
て
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
検
察

官
及
び
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、
裁
判
官
及
び
訴

官
及
び
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、
裁
判
官
及
び
訴

訟
関
係
人
が
証
人
を
尋
問
す
る
た
め
に
在
席
す
る
場
所
以
外
の

訟
関
係
人
が
証
人
を
尋
問
す
る
た
め
に
在
席
す
る
場
所
以
外
の

場
所
で
あ
つ
て
、
同
一
構
内
（
こ
れ
ら
の
者
が
在
席
す
る
場
所

場
所
で
あ
つ
て
、
同
一
構
内
（
こ
れ
ら
の
者
が
在
席
す
る
場
所

と
同
一
の
構
内
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
る
も

と
同
一
の
構
内
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
る
も

の
に
そ
の
証
人
を
在
席
さ
せ
、
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り

の
に
そ
の
証
人
を
在
席
さ
せ
、
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り

相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で

相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
方
法
に
よ
つ
て
、
尋
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

き
る
方
法
に
よ
つ
て
、
尋
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

刑
法
第
百
七
十
六
条
、
第
百
七
十
七
条
、
第
百
七
十
九
条

一

刑
法
第
百
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
十
九
条
ま
で
若
し
く
は

、
第
百
八
十
一
条
若
し
く
は
第
百
八
十
二
条
の
罪
、
同
法
第

第
百
八
十
一
条
の
罪
、
同
法
第
二
百
二
十
五
条
若
し
く
は
第

二
百
二
十
五
条
若
し
く
は
第
二
百
二
十
六
条
の
二
第
三
項
の

二
百
二
十
六
条
の
二
第
三
項
の
罪
（
わ
い
せ
つ
又
は
結
婚
の

罪
（
わ
い
せ
つ
又
は
結
婚
の
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以

目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
同
法
第
二
百
二
十
七
条
第

）
、
同
法
第
二
百
二
十
七
条
第
一
項
（
第
二
百
二
十
五
条
又

一
項
（
同
法
第
二
百
二
十
五
条
又
は
第
二
百
二
十
六
条
の
二

は
第
二
百
二
十
六
条
の
二
第
三
項
の
罪
を
犯
し
た
者
を
幇
助

ほ
う

第
三
項
の
罪
を
犯
し
た
者
を
幇
助
す
る
目
的
に
係
る
部
分
に

す
る
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
三
項
（
わ

ほ
う

限
る
。
）
若
し
く
は
第
三
項
（
わ
い
せ
つ
の
目
的
に
係
る
部

い
せ
つ
の
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
二
百

分
に
限
る
。
）
の
罪
若
し
く
は
同
法
第
二
百
四
十
一
条
第
一

四
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
罪
又
は
こ
れ
ら
の
罪

項
若
し
く
は
第
三
項
の
罪
又
は
こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂
罪
の
被

の
未
遂
罪
の
被
害
者

害
者

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

②
～
④

（
略
）

②
～
④

（
略
）

第
二
百
五
十
条

（
略
）

第
二
百
五
十
条

（
略
）
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②

（
略
）

②

（
略
）

③

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
罪
に
つ

③

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
罪
に
つ

い
て
の
時
効
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
こ
と

い
て
の
時
効
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
こ
と

に
よ
つ
て
完
成
す
る
。

に
よ
つ
て
完
成
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

刑
法
第
百
七
十
七
条
若
し
く
は
第
百
七
十
九
条
第
二
項
の

二

刑
法
第
百
七
十
七
条
、
第
百
七
十
八
条
第
二
項
若
し
く
は

罪
又
は
こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂
罪

十
五
年

第
百
七
十
九
条
第
二
項
の
罪
又
は
こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂
罪

十
五
年

三

刑
法
第
百
七
十
六
条
若
し
く
は
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の

三

刑
法
第
百
七
十
六
条
、
第
百
七
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は

罪
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂
罪
又
は
児
童
福
祉
法
第
六

第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
罪
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂

十
条
第
一
項
の
罪
（
自
己
を
相
手
方
と
し
て
淫
行
を
さ
せ
る

罪
又
は
児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
一
項
の
罪
（
自
己
を
相
手

行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
二
年

方
と
し
て
淫
行
を
さ
せ
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
二
年

④

（
略
）

④

（
略
）

第
二
百
九
十
条
の
二

裁
判
所
は
、
次
に
掲
げ
る
事
件
を
取
り
扱

第
二
百
九
十
条
の
二

裁
判
所
は
、
次
に
掲
げ
る
事
件
を
取
り
扱

う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
件
の
被
害
者
等
（
被
害
者
又
は
被

う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
件
の
被
害
者
等
（
被
害
者
又
は
被

害
者
が
死
亡
し
た
場
合
若
し
く
は
そ
の
心
身
に
重
大
な
故
障
が

害
者
が
死
亡
し
た
場
合
若
し
く
は
そ
の
心
身
に
重
大
な
故
障
が

あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
配
偶
者
、
直
系
の
親
族
若
し
く
は
兄

あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
配
偶
者
、
直
系
の
親
族
若
し
く
は
兄

弟
姉
妹
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
当
該
被
害
者
の
法

弟
姉
妹
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
当
該
被
害
者
の
法

定
代
理
人
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
委
託
を
受
け
た
弁
護
士
か
ら

定
代
理
人
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
委
託
を
受
け
た
弁
護
士
か
ら

申
出
が
あ
る
と
き
は
、
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、

申
出
が
あ
る
と
き
は
、
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、

相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
被
害
者
特
定
事
項
（
氏
名
及
び
住
所

相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
被
害
者
特
定
事
項
（
氏
名
及
び
住
所

そ
の
他
の
当
該
事
件
の
被
害
者
を
特
定
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
事

そ
の
他
の
当
該
事
件
の
被
害
者
を
特
定
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
事

項
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
公
開
の
法
廷
で
明
ら
か
に
し
な

項
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
公
開
の
法
廷
で
明
ら
か
に
し
な

い
旨
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
旨
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

刑
法
第
百
七
十
六
条
、
第
百
七
十
七
条
、
第
百
七
十
九
条

一

刑
法
第
百
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
十
九
条
ま
で
若
し
く
は

、
第
百
八
十
一
条
若
し
く
は
第
百
八
十
二
条
の
罪
、
同
法
第

第
百
八
十
一
条
の
罪
、
同
法
第
二
百
二
十
五
条
若
し
く
は
第
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二
百
二
十
五
条
若
し
く
は
第
二
百
二
十
六
条
の
二
第
三
項
の

二
百
二
十
六
条
の
二
第
三
項
の
罪
（
わ
い
せ
つ
又
は
結
婚
の

罪
（
わ
い
せ
つ
又
は
結
婚
の
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以

目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
同
法
第
二
百
二
十
七
条
第

）
、
同
法
第
二
百
二
十
七
条
第
一
項
（
第
二
百
二
十
五
条
又

一
項
（
同
法
第
二
百
二
十
五
条
又
は
第
二
百
二
十
六
条
の
二

は
第
二
百
二
十
六
条
の
二
第
三
項
の
罪
を
犯
し
た
者
を
幇
助

第
三
項
の
罪
を
犯
し
た
者
を
幇
助
す
る
目
的
に
係
る
部
分
に

す
る
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
三
項
（
わ

限
る
。
）
若
し
く
は
第
三
項
（
わ
い
せ
つ
の
目
的
に
係
る
部

い
せ
つ
の
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
二
百

分
に
限
る
。
）
の
罪
若
し
く
は
同
法
第
二
百
四
十
一
条
第
一

四
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
罪
又
は
こ
れ
ら
の
罪

項
若
し
く
は
第
三
項
の
罪
又
は
こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂
罪
に
係

の
未
遂
罪
に
係
る
事
件

る
事
件

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

②
～
④

（
略
）

②
～
④

（
略
）

第
三
百
十
六
条
の
三
十
三

裁
判
所
は
、
次
に
掲
げ
る
罪
に
係
る

第
三
百
十
六
条
の
三
十
三

裁
判
所
は
、
次
に
掲
げ
る
罪
に
係
る

被
告
事
件
の
被
害
者
等
若
し
く
は
当
該
被
害
者
の
法
定
代
理
人

被
告
事
件
の
被
害
者
等
若
し
く
は
当
該
被
害
者
の
法
定
代
理
人

又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
委
託
を
受
け
た
弁
護
士
か
ら
、
被
告
事

又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
委
託
を
受
け
た
弁
護
士
か
ら
、
被
告
事

件
の
手
続
へ
の
参
加
の
申
出
が
あ
る
と
き
は
、
被
告
人
又
は
弁

件
の
手
続
へ
の
参
加
の
申
出
が
あ
る
と
き
は
、
被
告
人
又
は
弁

護
人
の
意
見
を
聴
き
、
犯
罪
の
性
質
、
被
告
人
と
の
関
係
そ
の

護
人
の
意
見
を
聴
き
、
犯
罪
の
性
質
、
被
告
人
と
の
関
係
そ
の

他
の
事
情
を
考
慮
し
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
決
定
で
、
当

他
の
事
情
を
考
慮
し
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
決
定
で
、
当

該
被
害
者
等
又
は
当
該
被
害
者
の
法
定
代
理
人
の
被
告
事
件
の

該
被
害
者
等
又
は
当
該
被
害
者
の
法
定
代
理
人
の
被
告
事
件
の

手
続
へ
の
参
加
を
許
す
も
の
と
す
る
。

手
続
へ
の
参
加
を
許
す
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

刑
法
第
百
七
十
六
条
、
第
百
七
十
七
条
、
第
百
七
十
九
条

二

刑
法
第
百
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
十
九
条
ま
で
、
第
二
百

、
第
二
百
十
一
条
、
第
二
百
二
十
条
又
は
第
二
百
二
十
四
条

十
一
条
、
第
二
百
二
十
条
又
は
第
二
百
二
十
四
条
か
ら
第
二

か
ら
第
二
百
二
十
七
条
ま
で
の
罪

百
二
十
七
条
ま
で
の
罪

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

②
・
③

（
略
）

②
・
③

（
略
）

第
三
百
二
十
一
条
の
三

第
一
号
に
掲
げ
る
者
の
供
述
及
び
そ
の

（
新
設
）
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状
況
を
録
音
及
び
録
画
を
同
時
に
行
う
方
法
に
よ
り
記
録
し
た

記
録
媒
体
（
そ
の
供
述
が
さ
れ
た
聴
取
の
開
始
か
ら
終
了
に
至

る
ま
で
の
間
に
お
け
る
供
述
及
び
そ
の
状
況
を
記
録
し
た
も
の

に
限
る
。
）
は
、
そ
の
供
述
が
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
が
特
に

採
ら
れ
た
情
況
の
下
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
で

あ
つ
て
、
聴
取
に
至
る
ま
で
の
情
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し

相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
第
三
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
裁
判
所
は
、
そ
の
記
録
媒
体
を
取
り
調
べ
た
後
、
訴
訟

関
係
人
に
対
し
、
そ
の
供
述
者
を
証
人
と
し
て
尋
問
す
る
機
会

を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
者

イ

刑
法
第
百
七
十
六
条
、
第
百
七
十
七
条
、
第
百
七
十
九

条
、
第
百
八
十
一
条
若
し
く
は
第
百
八
十
二
条
の
罪
、
同

法
第
二
百
二
十
五
条
若
し
く
は
第
二
百
二
十
六
条
の
二
第

三
項
の
罪
（
わ
い
せ
つ
又
は
結
婚
の
目
的
に
係
る
部
分
に

限
る
。
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
同
法
第
二
百

二
十
七
条
第
一
項
（
同
法
第
二
百
二
十
五
条
又
は
第
二
百

二
十
六
条
の
二
第
三
項
の
罪
を
犯
し
た
者
を
幇
助
す
る
目

的
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
三
項
（
わ
い
せ

つ
の
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
罪
若
し
く
は
同
法

第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
罪
又
は
こ

れ
ら
の
罪
の
未
遂
罪
の
被
害
者

ロ

児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
一
項
の
罪
若
し
く
は
同
法
第

三
十
四
条
第
一
項
第
九
号
に
係
る
同
法
第
六
十
条
第
二
項

の
罪
又
は
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規

制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
四

条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
罪
の
被
害
者
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ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
犯
罪
の
性
質
、
供
述

者
の
年
齢
、
心
身
の
状
態
、
被
告
人
と
の
関
係
そ
の
他
の

事
情
に
よ
り
、
更
に
公
判
準
備
又
は
公
判
期
日
に
お
い
て

供
述
す
る
と
き
は
精
神
の
平
穏
を
著
し
く
害
さ
れ
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

二

次
に
掲
げ
る
措
置

イ

供
述
者
の
年
齢
、
心
身
の
状
態
そ
の
他
の
特
性
に
応
じ

、
供
述
者
の
不
安
又
は
緊
張
を
緩
和
す
る
こ
と
そ
の
他
の

供
述
者
が
十
分
な
供
述
を
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

ロ

供
述
者
の
年
齢
、
心
身
の
状
態
そ
の
他
の
特
性
に
応
じ

、
誘
導
を
で
き
る
限
り
避
け
る
こ
と
そ
の
他
の
供
述
の
内

容
に
不
当
な
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要

な
措
置

②

前
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
調
べ
ら
れ
た
記
録
媒
体
に
記
録
さ

れ
た
供
述
者
の
供
述
は
、
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
前
段
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
被
告
事
件
の
公
判
期
日
に
お
い
て
さ

れ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
三
百
二
十
三
条

第
三
百
二
十
一
条
か
ら
前
条
ま
で
に
掲
げ
る

第
三
百
二
十
三
条

前
三
条
に
掲
げ
る
書
面
以
外
の
書
面
は
、
次

書
面
以
外
の
書
面
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
り
、
こ
れ
を
証

に
掲
げ
る
も
の
に
限
り
、
こ
れ
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
特
に
信
用
す
べ
き
情
況
の

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
特
に
信
用
す
べ
き
情
況
の
下

下
に
作
成
さ
れ
た
書
面

に
作
成
さ
れ
た
書
面
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○

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
許
可
の
基
準
）

（
許
可
の
基
準
）

第
四
条

公
安
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と

第
四
条

公
安
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
許
可

す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
許
可

を
し
て
は
な
ら
な
い
。

を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

一
年
以
上
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又

二

一
年
以
上
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又

は
次
に
掲
げ
る
罪
を
犯
し
て
一
年
未
満
の
懲
役
若
し
く
は
罰

は
次
に
掲
げ
る
罪
を
犯
し
て
一
年
未
満
の
懲
役
若
し
く
は
罰

金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を

金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を

受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過

受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過

し
な
い
者

し
な
い
者

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
七
十
四

ロ

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
七
十
四

条
、
第
百
七
十
五
条
、
第
百
八
十
三
条
、
第
百
八
十
五
条

条
、
第
百
七
十
五
条
、
第
百
八
十
二
条
、
第
百
八
十
五
条

、
第
百
八
十
六
条
、
第
二
百
二
十
四
条
、
第
二
百
二
十
五

、
第
百
八
十
六
条
、
第
二
百
二
十
四
条
、
第
二
百
二
十
五

条
（
営
利
又
は
わ
い
せ
つ
の
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。

条
（
営
利
又
は
わ
い
せ
つ
の
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
二
百
二
十
六
条
、

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
二
百
二
十
六
条
、

第
二
百
二
十
六
条
の
二
（
第
三
項
に
つ
い
て
は
、
営
利
又

第
二
百
二
十
六
条
の
二
（
第
三
項
に
つ
い
て
は
、
営
利
又

は
わ
い
せ
つ
の
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号

は
わ
い
せ
つ
の
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
二
百
二
十
六
条
の
三
、
第
二
百

に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
二
百
二
十
六
条
の
三
、
第
二
百

二
十
七
条
第
一
項
（
同
法
第
二
百
二
十
四
条
、
第
二
百
二

二
十
七
条
第
一
項
（
同
法
第
二
百
二
十
四
条
、
第
二
百
二

十
五
条
、
第
二
百
二
十
六
条
、
第
二
百
二
十
六
条
の
二
又

十
五
条
、
第
二
百
二
十
六
条
、
第
二
百
二
十
六
条
の
二
又

は
第
二
百
二
十
六
条
の
三
の
罪
を
犯
し
た
者
を
幇
助
す
る

は
第
二
百
二
十
六
条
の
三
の
罪
を
犯
し
た
者
を
幇
助
す
る

ほ
う

ほ
う

目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
若
し
く
は
第
三
項
（
営
利
又
は
わ
い
せ
つ
の
目
的
に

。
）
若
し
く
は
第
三
項
（
営
利
又
は
わ
い
せ
つ
の
目
的
に
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係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又

係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又

は
第
二
百
二
十
八
条
（
同
法
第
二
百
二
十
四
条
、
第
二
百

は
第
二
百
二
十
八
条
（
同
法
第
二
百
二
十
四
条
、
第
二
百

二
十
五
条
、
第
二
百
二
十
六
条
、
第
二
百
二
十
六
条
の
二

二
十
五
条
、
第
二
百
二
十
六
条
、
第
二
百
二
十
六
条
の
二

、
第
二
百
二
十
六
条
の
三
又
は
第
二
百
二
十
七
条
第
一
項

、
第
二
百
二
十
六
条
の
三
又
は
第
二
百
二
十
七
条
第
一
項

若
し
く
は
第
三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
罪

若
し
く
は
第
三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
罪

ハ
～
ワ

（
略
）

ハ
～
ワ

（
略
）

三
～
十
一

（
略
）

三
～
十
一

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）
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○

旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
（
附
則
第
七
条
関
係
）

改

正

案

現

行

第
八
条

都
道
府
県
知
事
は
、
営
業
者
が
、
こ
の
法
律
若
し
く
は

第
八
条

都
道
府
県
知
事
は
、
営
業
者
が
、
こ
の
法
律
若
し
く
は

こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ

こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ

く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
、
又
は
第
三
条
第
二
項
各
号
（
第
四

く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
、
又
は
第
三
条
第
二
項
各
号
（
第
四

号
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
同
条
第
一
項

号
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
同
条
第
一
項

の
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
一
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
旅
館

の
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
一
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
旅
館

業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

営
業
者
（
営
業
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
代
表
者

営
業
者
（
営
業
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
代
表
者

を
含
む
。
）
又
は
そ
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が

を
含
む
。
）
又
は
そ
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が

、
当
該
旅
館
業
に
関
し
次
に
掲
げ
る
罪
を
犯
し
た
と
き
も
、
同

、
当
該
旅
館
業
に
関
し
次
に
掲
げ
る
罪
を
犯
し
た
と
き
も
、
同

様
と
す
る
。

様
と
す
る
。

一

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
七
十
四
条

一

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
七
十
四
条

、
第
百
七
十
五
条
、
第
百
八
十
二
条
又
は
第
百
八
十
三
条
の

、
第
百
七
十
五
条
又
は
第
百
八
十
二
条
の
罪

罪
二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）
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○

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
（
附
則
第
八
条
関
係
）

改

正

案

現

行

別
表
第
三
（
第
六
条
の
二
関
係
）

別
表
第
三
（
第
六
条
の
二
関
係
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二
イ
～
ワ

（
略
）

二
イ
～
ワ

（
略
）

カ

刑
法
第
百
七
十
六
条
（
不
同
意
わ
い
せ
つ
）
又
は
第
百

カ

刑
法
第
百
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
十
八
条
ま
で
（
強
制

七
十
七
条
（
不
同
意
性
交
等
）
の
罪

わ
い
せ
つ
、
強
制
性
交
等
、
準
強
制
わ
い
せ
つ
及
び
準
強

制
性
交
等
）
の
罪

ヨ
～
ム

（
略
）

ヨ
～
ム

（
略
）

三
～
九
十
二

（
略
）

三
～
九
十
二

（
略
）
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○

犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
七
十
五
号
）

（
附
則
第
十
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
）

（
損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
）

第
二
十
三
条

次
に
掲
げ
る
罪
に
係
る
刑
事
被
告
事
件
（
刑
事
訴

第
二
十
三
条

次
に
掲
げ
る
罪
に
係
る
刑
事
被
告
事
件
（
刑
事
訴

訟
法
第
四
百
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
更
に
審
判
を
す

訟
法
第
四
百
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
更
に
審
判
を
す

る
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
の
被
害
者
又
は
そ
の
一
般

る
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
の
被
害
者
又
は
そ
の
一
般

承
継
人
は
、
当
該
被
告
事
件
の
係
属
す
る
裁
判
所
（
地
方
裁
判

承
継
人
は
、
当
該
被
告
事
件
の
係
属
す
る
裁
判
所
（
地
方
裁
判

所
に
限
る
。
）
に
対
し
、
そ
の
弁
論
の
終
結
ま
で
に
、
損
害
賠

所
に
限
る
。
）
に
対
し
、
そ
の
弁
論
の
終
結
ま
で
に
、
損
害
賠

償
命
令
（
当
該
被
告
事
件
に
係
る
訴
因
と
し
て
特
定
さ
れ
た
事

償
命
令
（
当
該
被
告
事
件
に
係
る
訴
因
と
し
て
特
定
さ
れ
た
事

実
を
原
因
と
す
る
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
請
求
（
こ

実
を
原
因
と
す
る
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
請
求
（
こ

れ
に
附
帯
す
る
損
害
賠
償
の
請
求
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
そ

れ
に
附
帯
す
る
損
害
賠
償
の
請
求
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
そ

の
賠
償
を
被
告
人
に
命
ず
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

の
賠
償
を
被
告
人
に
命
ず
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

次
に
掲
げ
る
罪
又
は
そ
の
未
遂
罪

二

次
に
掲
げ
る
罪
又
は
そ
の
未
遂
罪

イ

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
七
十
六

イ

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
七
十
六

条
（
不
同
意
わ
い
せ
つ
）
、
第
百
七
十
七
条
（
不
同
意
性

条
か
ら
第
百
七
十
九
条
ま
で
（
強
制
わ
い
せ
つ
、
強
制
性

交
等
）
又
は
第
百
七
十
九
条
（
監
護
者
わ
い
せ
つ
及
び
監

交
等
、
準
強
制
わ
い
せ
つ
及
び
準
強
制
性
交
等
、
監
護
者

護
者
性
交
等
）
の
罪

わ
い
せ
つ
及
び
監
護
者
性
交
等
）
の
罪

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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○

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
八
十
三
号
）

（
附
則
第
十
二
条
関
係
）改

正

案

現

行

（
欠
格
事
由
）

（
欠
格
事
由
）

第
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
イ
ン
タ
ー

第
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
こ
の
法
律
、
刑
法
（

二

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
こ
の
法
律
、
児
童
福

明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
八
十
二
条
、
児
童
福

祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
十
条
第

祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
十
条
第

一
項
若
し
く
は
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の

一
項
若
し
く
は
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の

規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平

規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
一
年
法
律
第
五
十
二
号
）
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
て
罰

成
十
一
年
法
律
第
五
十
二
号
）
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
て
罰

金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を

金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を

受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過

受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過

し
な
い
者

し
な
い
者

三
～
七

（
略
）

三
～
七

（
略
）

（
登
録
誘
引
情
報
提
供
機
関
の
登
録
）

（
登
録
誘
引
情
報
提
供
機
関
の
登
録
）

第
十
八
条

（
略
）

第
十
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
登
録
を
受
け
る

３

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
登
録
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
と
が
で
き
な
い
。

一

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
こ
の
法
律
、
刑
法
第

一

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
こ
の
法
律
、
児
童
福

百
八
十
二
条
、
児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
一
項
若
し
く
は
児

祉
法
第
六
十
条
第
一
項
若
し
く
は
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ

童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並

に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
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び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し

関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
て
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら

て
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執

れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な

行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を

く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

経
過
し
な
い
者

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）
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○

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
号
）
（
附
則

第
十
三
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
対
象
行
為
」
と
は
、
次
の
各
号

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
対
象
行
為
」
と
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
行
為
に
当
た
る
も
の
を
い
う
。

に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
行
為
に
当
た
る
も
の
を
い
う
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

刑
法
第
百
七
十
六
条
、
第
百
七
十
七
条
、
第
百
七
十
九
条

二

刑
法
第
百
七
十
六
条
か
ら
第
百
八
十
条
ま
で
に
規
定
す
る

又
は
第
百
八
十
条
に
規
定
す
る
行
為

行
為

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）
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○

教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）
（
附
則
第
十
五
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
児
童
生
徒
性
暴
力
等
」
と
は
、
次
に

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
児
童
生
徒
性
暴
力
等
」
と
は
、
次
に

掲
げ
る
行
為
を
い
う
。

掲
げ
る
行
為
を
い
う
。

一

児
童
生
徒
等
に
性
交
等
（
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四

一

児
童
生
徒
等
に
性
交
等
（
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四

十
五
号
）
第
百
七
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
性
交
等
を
い

十
五
号
）
第
百
七
十
七
条
に
規
定
す
る
性
交
等
を
い
う
。
以

う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
又
は
児

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
又
は
児
童
生
徒

童
生
徒
等
を
し
て
性
交
等
を
さ
せ
る
こ
と
（
児
童
生
徒
等
か

等
を
し
て
性
交
等
を
さ
せ
る
こ
と
（
児
童
生
徒
等
か
ら
暴
行

ら
暴
行
又
は
脅
迫
を
受
け
て
当
該
児
童
生
徒
等
に
性
交
等
を

又
は
脅
迫
を
受
け
て
当
該
児
童
生
徒
等
に
性
交
等
を
し
た
場

し
た
場
合
及
び
児
童
生
徒
等
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え

合
及
び
児
童
生
徒
等
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
お
そ

る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合

れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
く

を
除
く
。
）
。

。
）
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

刑
法
第
百
八
十
二
条
の
罪
又
は
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ

三

児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処

に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に

罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法

関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
五
十
二
号
。
次
号
に
お

律
第
五
十
二
号
。
次
号
に
お
い
て
「
児
童
ポ
ル
ノ
法
」
と
い

い
て
「
児
童
ポ
ル
ノ
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
か
ら
第
八
条

う
。
）
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
罪
に
当
た
る
行
為
を
す

ま
で
の
罪
に
当
た
る
行
為
を
す
る
こ
と
（
前
二
号
に
掲
げ
る

る
こ
と
（
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

も
の
を
除
く
。
）
。

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）
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○

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
附
則
第
十
七
条
関
係
）

改

正

案

現

行

第
二
条

刑
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条

刑
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
略
）

（
略
）

第
百
六
十
五
条
第
一
項
、
第
百
六
十
六
条
第
一
項
、
第
百
六

第
百
六
十
五
条
第
一
項
、
第
百
六
十
六
条
第
一
項
、
第
百
六

十
七
条
第
一
項
、
第
百
六
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
百
六
十
八

十
七
条
第
一
項
、
第
百
六
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
百
六
十
八

条
の
三
、
第
百
六
十
九
条
、
第
百
七
十
二
条
、
第
百
七
十
四
条

条
の
三
、
第
百
六
十
九
条
、
第
百
七
十
二
条
、
第
百
七
十
四
条

及
び
第
百
七
十
五
条
第
一
項
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改

、
第
百
七
十
五
条
第
一
項
及
び
第
百
七
十
六
条
中
「
懲
役
」
を

め
る
。

「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

第
百
八
十
一
条
、
第
百
八
十
三
条
、
第
百
八
十
四
条
、
第
百

第
百
七
十
七
条
中
「
有
期
懲
役
」
を
「
有
期
拘
禁
刑
」
に
改

八
十
六
条
並
び
に
第
百
八
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
懲

め
る
。

役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

第
百
八
十
一
条
、
第
百
八
十
二
条
、
第
百
八
十
四
条
、
第
百

（
略
）

八
十
六
条
並
び
に
第
百
八
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
懲

役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

（
略
）
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○

刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
八
号
）
（
附
則
第
十
八
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
改
正
）

（
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）

第
一
条

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
略
）

（
略
）

第
二
百
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
百
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
百
一
条
の
二

検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は
、
次
に
掲
げ

第
二
百
一
条
の
二

検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は
、
次
に
掲
げ

る
者
の
個
人
特
定
事
項
（
氏
名
及
び
住
所
そ
の
他
の
個
人
を

る
者
の
個
人
特
定
事
項
（
氏
名
及
び
住
所
そ
の
他
の
個
人
を

特
定
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
事
項
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

特
定
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
事
項
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

つ
い
て
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
第
百
九
十
九
条
第
二
項

つ
い
て
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
第
百
九
十
九
条
第
二
項

本
文
の
請
求
と
同
時
に
、
裁
判
官
に
対
し
、
被
疑
者
に
示
す

本
文
の
請
求
と
同
時
に
、
裁
判
官
に
対
し
、
被
疑
者
に
示
す

も
の
と
し
て
、
当
該
個
人
特
定
事
項
の
記
載
が
な
い
逮
捕
状

も
の
と
し
て
、
当
該
個
人
特
定
事
項
の
記
載
が
な
い
逮
捕
状

の
抄
本
そ
の
他
の
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
の
交
付
を
請
求
す

の
抄
本
そ
の
他
の
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
の
交
付
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

一

次
に
掲
げ
る
事
件
の
被
害
者

一

次
に
掲
げ
る
事
件
の
被
害
者

イ

刑
法
第
百
七
十
六
条
、
第
百
七
十
七
条
、
第
百
七
十

イ

刑
法
第
百
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
十
九
条
ま
で
若
し

九
条
、
第
百
八
十
一
条
若
し
く
は
第
百
八
十
二
条
の
罪

く
は
第
百
八
十
一
条
の
罪
、
同
法
第
二
百
二
十
五
条
若

、
同
法
第
二
百
二
十
五
条
若
し
く
は
第
二
百
二
十
六
条

し
く
は
第
二
百
二
十
六
条
の
二
第
三
項
の
罪
（
わ
い
せ

の
二
第
三
項
の
罪
（
わ
い
せ
つ
又
は
結
婚
の
目
的
に
係

つ
又
は
結
婚
の
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の

る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
、

イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
同
法
第
二
百
二
十
七
条
第
一

同
法
第
二
百
二
十
七
条
第
一
項
（
同
法
第
二
百
二
十
五

項
（
同
法
第
二
百
二
十
五
条
又
は
第
二
百
二
十
六
条
の

条
又
は
第
二
百
二
十
六
条
の
二
第
三
項
の
罪
を
犯
し
た

二
第
三
項
の
罪
を
犯
し
た
者
を
幇
助
す
る
目
的
に
係
る

者
を
幇
助
す
る
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く

部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
三
項
（
わ
い
せ
つ
の
目

は
第
三
項
（
わ
い
せ
つ
の
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。

的
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
罪
若
し
く
は
同
法
第
二

）
の
罪
若
し
く
は
同
法
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
若
し

百
四
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
罪
又
は
こ
れ



- 26 -

く
は
第
三
項
の
罪
又
は
こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂
罪
に
係
る

ら
の
罪
の
未
遂
罪
に
係
る
事
件

事
件

（
略
）

（
略
）

第
二
百
七
十
一
条
の
次
に
次
の
七
条
を
加
え
る
。

第
二
百
七
十
一
条
の
次
に
次
の
七
条
を
加
え
る
。

第
二
百
七
十
一
条
の
二

検
察
官
は
、
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た

第
二
百
七
十
一
条
の
二

検
察
官
は
、
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た

次
に
掲
げ
る
者
の
個
人
特
定
事
項
に
つ
い
て
、
必
要
と
認
め

次
に
掲
げ
る
者
の
個
人
特
定
事
項
に
つ
い
て
、
必
要
と
認
め

る
と
き
は
、
裁
判
所
に
対
し
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

る
と
き
は
、
裁
判
所
に
対
し
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

起
訴
状
の
謄
本
の
送
達
に
よ
り
当
該
個
人
特
定
事
項
が
被
告

起
訴
状
の
謄
本
の
送
達
に
よ
り
当
該
個
人
特
定
事
項
が
被
告

人
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
を

人
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

次
に
掲
げ
る
事
件
の
被
害
者

一

次
に
掲
げ
る
事
件
の
被
害
者

イ

刑
法
第
百
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
十
九
条
ま
で
若
し

イ

刑
法
第
百
七
十
六
条
、
第
百
七
十
七
条
、
第
百
七
十

く
は
第
百
八
十
一
条
の
罪
、
同
法
第
二
百
二
十
五
条
若

九
条
、
第
百
八
十
一
条
若
し
く
は
第
百
八
十
二
条
の
罪

し
く
は
第
二
百
二
十
六
条
の
二
第
三
項
の
罪
（
わ
い
せ

、
同
法
第
二
百
二
十
五
条
若
し
く
は
第
二
百
二
十
六
条

つ
又
は
結
婚
の
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の

の
二
第
三
項
の
罪
（
わ
い
せ
つ
又
は
結
婚
の
目
的
に
係

イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
同
法
第
二
百
二
十
七
条
第
一

る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
、

項
（
同
法
第
二
百
二
十
五
条
又
は
第
二
百
二
十
六
条
の

同
法
第
二
百
二
十
七
条
第
一
項
（
同
法
第
二
百
二
十
五

二
第
三
項
の
罪
を
犯
し
た
者
を
幇
助
す
る
目
的
に
係
る

条
又
は
第
二
百
二
十
六
条
の
二
第
三
項
の
罪
を
犯
し
た

部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
三
項
（
わ
い
せ
つ
の
目

者
を
幇
助
す
る
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く

的
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
罪
若
し
く
は
同
法
第
二

は
第
三
項
（
わ
い
せ
つ
の
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。

百
四
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
罪
又
は
こ
れ

）
の
罪
若
し
く
は
同
法
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
若
し

ら
の
罪
の
未
遂
罪
に
係
る
事
件

く
は
第
三
項
の
罪
又
は
こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂
罪
に
係
る

（
略
）

事
件

（
略
）
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な
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収
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第
十
二
条
関
係
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
13

○

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
八
十
三
号

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

）
（
附
則
第
十
三
条
関
係
）

14
…

○

教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）
（
附
則
第
十
四
条
関
係
）

16

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○

刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
八
号
）
（
附
則
第
十
六
条
関
係
）

17

…
…
…
…
…
…
…
…

○

刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
六
号
）
（
附
則
第
十
七
条
関
係
）

19



- -1

○

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
（
附
則
第
七
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
許
可
の
基
準
）

（
許
可
の
基
準
）

第
四
条

公
安
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と

第
四
条

公
安
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
許
可

す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
許
可

を
し
て
は
な
ら
な
い
。

を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

一
年
以
上
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又

二

一
年
以
上
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又

は
次
に
掲
げ
る
罪
を
犯
し
て
一
年
未
満
の
懲
役
若
し
く
は
罰

は
次
に
掲
げ
る
罪
を
犯
し
て
一
年
未
満
の
懲
役
若
し
く
は
罰

金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を

金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を

受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過

受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過

し
な
い
者

し
な
い
者

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

ヘ

性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物

（
新
設
）

に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録

の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第

号

）
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
罪

ト
～
カ

（
略
）

ヘ
～
ワ

（
略
）

三
～
十
一

（
略
）

三
～
十
一

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
営
業
の
停
止
等
）

（
営
業
の
停
止
等
）

第
三
十
条

公
安
委
員
会
は
、
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む

第
三
十
条

公
安
委
員
会
は
、
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む

者
若
し
く
は
そ
の
代
理
人
等
が
当
該
営
業
に
関
し
こ
の
法
律
に

者
若
し
く
は
そ
の
代
理
人
等
が
当
該
営
業
に
関
し
こ
の
法
律
に

規
定
す
る
罪
（
第
四
十
九
条
第
五
号
及
び
第
六
号
の
罪
を
除
く

規
定
す
る
罪
（
第
四
十
九
条
第
五
号
及
び
第
六
号
の
罪
を
除
く

。
）
若
し
く
は
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
ト
ま
で
、
リ
、

。
）
若
し
く
は
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
、
チ
、
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ヌ
、
ヲ
若
し
く
は
ワ
に
掲
げ
る
罪
に
当
た
る
違
法
な
行
為
そ
の

リ
、
ル
若
し
く
は
ヲ
に
掲
げ
る
罪
に
当
た
る
違
法
な
行
為
そ
の

他
善
良
の
風
俗
を
害
し
若
し
く
は
少
年
の
健
全
な
育
成
に
障
害

他
善
良
の
風
俗
を
害
し
若
し
く
は
少
年
の
健
全
な
育
成
に
障
害

を
及
ぼ
す
重
大
な
不
正
行
為
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
し
た
と

を
及
ぼ
す
重
大
な
不
正
行
為
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
し
た
と

き
、
又
は
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
が
こ
の
法
律
に

き
、
又
は
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
が
こ
の
法
律
に

基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
店
舗
型
性
風
俗
特
殊

基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
店
舗
型
性
風
俗
特
殊

営
業
を
営
む
者
に
対
し
、
当
該
施
設
を
用
い
て
営
む
店
舗
型
性

営
業
を
営
む
者
に
対
し
、
当
該
施
設
を
用
い
て
営
む
店
舗
型
性

風
俗
特
殊
営
業
に
つ
い
て
、
八
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間

風
俗
特
殊
営
業
に
つ
い
て
、
八
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間

を
定
め
て
当
該
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
全
部
又
は
一
部
の

を
定
め
て
当
該
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
全
部
又
は
一
部
の

停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
営
業
の
停
止
等
）

（
営
業
の
停
止
等
）

第
三
十
一
条
の
五

無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
若
し

第
三
十
一
条
の
五

無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
若
し

く
は
そ
の
代
理
人
等
が
当
該
営
業
に
関
し
こ
の
法
律
に
規
定
す

く
は
そ
の
代
理
人
等
が
当
該
営
業
に
関
し
こ
の
法
律
に
規
定
す

る
罪
若
し
く
は
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
ト
ま
で
、
リ
、

る
罪
若
し
く
は
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
、
チ
、

ヌ
、
ヲ
若
し
く
は
ワ
に
掲
げ
る
罪
に
当
た
る
違
法
な
行
為
そ
の

リ
、
ル
若
し
く
は
ヲ
に
掲
げ
る
罪
に
当
た
る
違
法
な
行
為
そ
の

他
善
良
の
風
俗
を
害
し
若
し
く
は
少
年
の
健
全
な
育
成
に
障
害

他
善
良
の
風
俗
を
害
し
若
し
く
は
少
年
の
健
全
な
育
成
に
障
害

を
及
ぼ
す
重
大
な
不
正
行
為
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
し
た
と

を
及
ぼ
す
重
大
な
不
正
行
為
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
し
た
と

き
、
又
は
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
が
こ
の
法
律

き
、
又
は
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
が
こ
の
法
律

に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
行
為
又
は
当
該
違

に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
行
為
又
は
当
該
違

反
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
け
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

反
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
け
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
公
安
委
員
会
は
、
当
該
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む

る
公
安
委
員
会
は
、
当
該
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む

者
に
対
し
、
八
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
、
当

者
に
対
し
、
八
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
、
当

該
営
業
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

該
営
業
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
処
分
移
送
通
知
書
の
送
付
等
）

（
処
分
移
送
通
知
書
の
送
付
等
）

第
三
十
一
条
の
六

（
略
）

第
三
十
一
条
の
六

（
略
）
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２

前
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
移
送
通
知
書
が
送
付
さ
れ
た
と
き

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
移
送
通
知
書
が
送
付
さ
れ
た
と
き

は
、
当
該
処
分
移
送
通
知
書
の
送
付
を
受
け
た
公
安
委
員
会
は

は
、
当
該
処
分
移
送
通
知
書
の
送
付
を
受
け
た
公
安
委
員
会
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
当
該

各
号
に
定
め
る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
当
該

処
分
移
送
通
知
書
を
送
付
し
た
公
安
委
員
会
は
、
第
三
十
一
条

処
分
移
送
通
知
書
を
送
付
し
た
公
安
委
員
会
は
、
第
三
十
一
条

の
四
第
一
項
並
び
に
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か

の
四
第
一
項
並
び
に
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
当
該
事
案
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
処
分

わ
ら
ず
、
当
該
事
案
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
処
分

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
若
し
く
は
そ

二

当
該
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
若
し
く
は
そ

の
代
理
人
等
が
当
該
営
業
に
関
し
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
罪

の
代
理
人
等
が
当
該
営
業
に
関
し
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
罪

若
し
く
は
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
ト
ま
で
、
リ
、
ヌ

若
し
く
は
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
、
チ
、
リ

、
ヲ
若
し
く
は
ワ
に
掲
げ
る
罪
に
当
た
る
違
法
な
行
為
若
し

、
ル
若
し
く
は
ヲ
に
掲
げ
る
罪
に
当
た
る
違
法
な
行
為
若
し

く
は
前
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
重
大
な
不
正
行
為
を
し

く
は
前
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
重
大
な
不
正
行
為
を
し

た
場
合
又
は
当
該
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
が

た
場
合
又
は
当
該
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
が

こ
の
法
律
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
場
合

八
月
を
超
え

こ
の
法
律
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
場
合

八
月
を
超
え

な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
、
当
該
営
業
の
全
部
又
は
一

な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
、
当
該
営
業
の
全
部
又
は
一

部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
。

部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
営
業
の
停
止
等
）

（
営
業
の
停
止
等
）

第
三
十
一
条
の
十
五

公
安
委
員
会
は
、
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介

第
三
十
一
条
の
十
五

公
安
委
員
会
は
、
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介

営
業
を
営
む
者
若
し
く
は
そ
の
代
理
人
等
が
当
該
営
業
に
関
し

営
業
を
営
む
者
若
し
く
は
そ
の
代
理
人
等
が
当
該
営
業
に
関
し

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
罪
（
第
四
十
九
条
第
五
号
及
び
第
六
号

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
罪
（
第
四
十
九
条
第
五
号
及
び
第
六
号

の
罪
を
除
く
。
）
若
し
く
は
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
ト

の
罪
を
除
く
。
）
若
し
く
は
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
ヘ

ま
で
、
リ
、
ヌ
、
ヲ
若
し
く
は
ワ
に
掲
げ
る
罪
に
当
た
る
違
法

ま
で
、
チ
、
リ
、
ル
若
し
く
は
ヲ
に
掲
げ
る
罪
に
当
た
る
違
法

な
行
為
そ
の
他
善
良
の
風
俗
を
害
し
若
し
く
は
少
年
の
健
全
な

な
行
為
そ
の
他
善
良
の
風
俗
を
害
し
若
し
く
は
少
年
の
健
全
な
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育
成
に
障
害
を
及
ぼ
す
重
大
な
不
正
行
為
で
政
令
で
定
め
る
も

育
成
に
障
害
を
及
ぼ
す
重
大
な
不
正
行
為
で
政
令
で
定
め
る
も

の
を
し
た
と
き
、
又
は
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者

の
を
し
た
と
き
、
又
は
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者

が
こ
の
法
律
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
店
舗

が
こ
の
法
律
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
店
舗

型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
に
対
し
、
当
該
施
設
を
用
い

型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
に
対
し
、
当
該
施
設
を
用
い

て
営
む
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
に
つ
い
て
、
八
月
を
超
え

て
営
む
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
に
つ
い
て
、
八
月
を
超
え

な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
当
該
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営

な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
当
該
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営

業
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

業
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
営
業
の
停
止
）

（
営
業
の
停
止
）

第
三
十
一
条
の
二
十

無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者

第
三
十
一
条
の
二
十

無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者

若
し
く
は
そ
の
代
理
人
等
が
当
該
営
業
に
関
し
こ
の
法
律
に
規

若
し
く
は
そ
の
代
理
人
等
が
当
該
営
業
に
関
し
こ
の
法
律
に
規

定
す
る
罪
若
し
く
は
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
ト
ま
で
、

定
す
る
罪
若
し
く
は
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
、

リ
、
ヌ
、
ヲ
若
し
く
は
ワ
に
掲
げ
る
罪
に
当
た
る
違
法
な
行
為

チ
、
リ
、
ル
若
し
く
は
ヲ
に
掲
げ
る
罪
に
当
た
る
違
法
な
行
為

そ
の
他
善
良
の
風
俗
を
害
し
若
し
く
は
少
年
の
健
全
な
育
成
に

そ
の
他
善
良
の
風
俗
を
害
し
若
し
く
は
少
年
の
健
全
な
育
成
に

障
害
を
及
ぼ
す
重
大
な
不
正
行
為
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
し

障
害
を
及
ぼ
す
重
大
な
不
正
行
為
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
し

た
と
き
、
又
は
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
が
こ

た
と
き
、
又
は
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
が
こ

の
法
律
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
行
為
又
は

の
法
律
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
行
為
又
は

当
該
違
反
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
け
る
事
務
所
の
所
在
地
を

当
該
違
反
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
け
る
事
務
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
公
安
委
員
会
は
、
当
該
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営

管
轄
す
る
公
安
委
員
会
は
、
当
該
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営

業
を
営
む
者
に
対
し
、
八
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定

業
を
営
む
者
に
対
し
、
八
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定

め
て
、
当
該
営
業
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が

め
て
、
当
該
営
業
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が

で
き
る
。

で
き
る
。

（
処
分
移
送
通
知
書
の
送
付
等
）

（
処
分
移
送
通
知
書
の
送
付
等
）

第
三
十
一
条
の
二
十
一

（
略
）

第
三
十
一
条
の
二
十
一

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
移
送
通
知
書
が
送
付
さ
れ
た
と
き

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
移
送
通
知
書
が
送
付
さ
れ
た
と
き

は
、
当
該
処
分
移
送
通
知
書
の
送
付
を
受
け
た
公
安
委
員
会
は

は
、
当
該
処
分
移
送
通
知
書
の
送
付
を
受
け
た
公
安
委
員
会
は
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、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
当
該

各
号
に
定
め
る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
当
該

処
分
移
送
通
知
書
を
送
付
し
た
公
安
委
員
会
は
、
第
三
十
一
条

処
分
移
送
通
知
書
を
送
付
し
た
公
安
委
員
会
は
、
第
三
十
一
条

の
十
九
第
一
項
及
び
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
事
案

の
十
九
第
一
項
及
び
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
事
案

に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き

に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
と
す
る
。

な
い
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
若
し
く
は

二

当
該
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
若
し
く
は

そ
の
代
理
人
等
が
当
該
営
業
に
関
し
こ
の
法
律
に
規
定
す
る

そ
の
代
理
人
等
が
当
該
営
業
に
関
し
こ
の
法
律
に
規
定
す
る

罪
若
し
く
は
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
ト
ま
で
、
リ
、

罪
若
し
く
は
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
、
チ
、

ヌ
、
ヲ
若
し
く
は
ワ
に
掲
げ
る
罪
に
当
た
る
違
法
な
行
為
若

リ
、
ル
若
し
く
は
ヲ
に
掲
げ
る
罪
に
当
た
る
違
法
な
行
為
若

し
く
は
前
条
の
政
令
で
定
め
る
重
大
な
不
正
行
為
を
し
た
場

し
く
は
前
条
の
政
令
で
定
め
る
重
大
な
不
正
行
為
を
し
た
場

合
又
は
当
該
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
が
こ

合
又
は
当
該
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
が
こ

の
法
律
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
場
合

八
月
を
超
え
な

の
法
律
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
場
合

八
月
を
超
え
な

い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
、
当
該
営
業
の
全
部
又
は
一
部

い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
、
当
該
営
業
の
全
部
又
は
一
部

の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
。

の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
興
行
場
営
業
の
規
制
）

（
興
行
場
営
業
の
規
制
）

第
三
十
五
条

公
安
委
員
会
は
、
興
行
場
営
業
（
第
二
条
第
六
項

第
三
十
五
条

公
安
委
員
会
は
、
興
行
場
営
業
（
第
二
条
第
六
項

第
三
号
の
営
業
を
除
く
。
第
三
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ

第
三
号
の
営
業
を
除
く
。
第
三
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
を
営
む
者
又
は
そ
の
代
理
人
等
が
、
当
該
営
業
に
関
し
、

。
）
を
営
む
者
又
は
そ
の
代
理
人
等
が
、
当
該
営
業
に
関
し
、

刑
法
第
百
七
十
四
条
若
し
く
は
第
百
七
十
五
条
の
罪
、
児
童
買

刑
法
第
百
七
十
四
条
若
し
く
は
第
百
七
十
五
条
の
罪
又
は
児
童

春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児

買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に

童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
二
項
か
ら
第
八
項
ま
で

児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
二
項
か
ら
第
八
項
ま

の
罪
又
は
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収

で
の
罪
を
犯
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
営
業
を
営
む
者
に

物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の

対
し
、
当
該
施
設
を
用
い
て
営
む
興
行
場
営
業
に
つ
い
て
、
六

消
去
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
罪
を
犯
し

月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
営
業
の
全
部
又
は
一
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た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
営
業
を
営
む
者
に
対
し
、
当
該
施

部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

設
を
用
い
て
営
む
興
行
場
営
業
に
つ
い
て
、
六
月
を
超
え
な
い

範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
営
業
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
定
性
風
俗
物
品
販
売
等
営
業
の
規
制
）

（
特
定
性
風
俗
物
品
販
売
等
営
業
の
規
制
）

第
三
十
五
条
の
二

公
安
委
員
会
は
、
店
舗
を
設
け
て
物
品
を
販

第
三
十
五
条
の
二

公
安
委
員
会
は
、
店
舗
を
設
け
て
物
品
を
販

売
し
、
若
し
く
は
貸
し
付
け
る
営
業
（
そ
の
販
売
し
、
又
は
貸

売
し
、
若
し
く
は
貸
し
付
け
る
営
業
（
そ
の
販
売
し
、
又
は
貸

し
付
け
る
物
品
が
第
二
条
第
六
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
物

し
付
け
る
物
品
が
第
二
条
第
六
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
物

品
を
含
む
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
同
号
の
営
業
に
該
当
す
る

品
を
含
む
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
同
号
の
営
業
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。
以
下
「
特
定
性
風
俗
物
品
販
売
等
営
業
」
と
い

も
の
を
除
く
。
以
下
「
特
定
性
風
俗
物
品
販
売
等
営
業
」
と
い

う
。
）
を
営
む
者
又
は
そ
の
代
理
人
等
が
、
当
該
特
定
性
風
俗

う
。
）
を
営
む
者
又
は
そ
の
代
理
人
等
が
、
当
該
特
定
性
風
俗

物
品
販
売
等
営
業
に
関
し
、
刑
法
第
百
七
十
五
条
の
罪
、
児
童

物
品
販
売
等
営
業
に
関
し
、
刑
法
第
百
七
十
五
条
の
罪
又
は
児

買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に

童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び

児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
二
項
か
ら
第
八
項
ま

に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
二
項
か
ら
第
八
項

で
の
罪
又
は
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押

ま
で
の
罪
を
犯
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
特
定
性
風
俗
物

収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録

品
販
売
等
営
業
を
営
む
者
に
対
し
、
当
該
施
設
を
用
い
て
営
む

の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
罪
を
犯

特
定
性
風
俗
物
品
販
売
等
営
業
（
第
二
条
第
六
項
第
五
号
の
政

し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
特
定
性
風
俗
物
品
販
売
等
営
業

令
で
定
め
る
物
品
を
販
売
し
、
又
は
貸
し
付
け
る
部
分
に
限
る

を
営
む
者
に
対
し
、
当
該
施
設
を
用
い
て
営
む
特
定
性
風
俗
物

。
）
に
つ
い
て
、
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て

品
販
売
等
営
業
（
第
二
条
第
六
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
物

営
業
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

品
を
販
売
し
、
又
は
貸
し
付
け
る
部
分
に
限
る
。
）
に
つ
い
て

、
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
営
業
の
全
部
又

は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。



- -7

○

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
（
附
則
第
八
条
関
係
）

改

正

案

現

行

第
百
五
十
七
条
の
六

裁
判
所
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
証
人
と
し

第
百
五
十
七
条
の
六

裁
判
所
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
証
人
と
し

て
尋
問
す
る
場
合
に
お
い
て
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
検
察

て
尋
問
す
る
場
合
に
お
い
て
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
検
察

官
及
び
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、
裁
判
官
及
び
訴

官
及
び
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、
裁
判
官
及
び
訴

訟
関
係
人
が
証
人
を
尋
問
す
る
た
め
に
在
席
す
る
場
所
以
外
の

訟
関
係
人
が
証
人
を
尋
問
す
る
た
め
に
在
席
す
る
場
所
以
外
の

場
所
で
あ
つ
て
、
同
一
構
内
（
こ
れ
ら
の
者
が
在
席
す
る
場
所

場
所
で
あ
つ
て
、
同
一
構
内
（
こ
れ
ら
の
者
が
在
席
す
る
場
所

と
同
一
の
構
内
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
る
も

と
同
一
の
構
内
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
る
も

の
に
そ
の
証
人
を
在
席
さ
せ
、
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り

の
に
そ
の
証
人
を
在
席
さ
せ
、
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り

相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で

相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
方
法
に
よ
つ
て
、
尋
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

き
る
方
法
に
よ
つ
て
、
尋
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第

二

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第

六
十
条
第
一
項
の
罪
若
し
く
は
同
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第

六
十
条
第
一
項
の
罪
若
し
く
は
同
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第

九
号
に
係
る
同
法
第
六
十
条
第
二
項
の
罪
、
児
童
買
春
、
児

九
号
に
係
る
同
法
第
六
十
条
第
二
項
の
罪
又
は
児
童
買
春
、

童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の

児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童

保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
五
十
二
号
）

の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
五
十
二
号

第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
罪
又
は
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す

）
第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
罪
の
被
害
者

る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態

の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
（
令

和
五
年
法
律
第

号
）
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
罪

の
被
害
者

三

（
略
）

三

（
略
）

②
～
④

（
略
）

②
～
④

（
略
）

第
二
百
九
十
条
の
二

裁
判
所
は
、
次
に
掲
げ
る
事
件
を
取
り
扱

第
二
百
九
十
条
の
二

裁
判
所
は
、
次
に
掲
げ
る
事
件
を
取
り
扱
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う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
件
の
被
害
者
等
（
被
害
者
又
は
被

う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
件
の
被
害
者
等
（
被
害
者
又
は
被

害
者
が
死
亡
し
た
場
合
若
し
く
は
そ
の
心
身
に
重
大
な
故
障
が

害
者
が
死
亡
し
た
場
合
若
し
く
は
そ
の
心
身
に
重
大
な
故
障
が

あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
配
偶
者
、
直
系
の
親
族
若
し
く
は
兄

あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
配
偶
者
、
直
系
の
親
族
若
し
く
は
兄

弟
姉
妹
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
当
該
被
害
者
の
法

弟
姉
妹
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
当
該
被
害
者
の
法

定
代
理
人
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
委
託
を
受
け
た
弁
護
士
か
ら

定
代
理
人
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
委
託
を
受
け
た
弁
護
士
か
ら

申
出
が
あ
る
と
き
は
、
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、

申
出
が
あ
る
と
き
は
、
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、

相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
被
害
者
特
定
事
項
（
氏
名
及
び
住
所

相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
被
害
者
特
定
事
項
（
氏
名
及
び
住
所

そ
の
他
の
当
該
事
件
の
被
害
者
を
特
定
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
事

そ
の
他
の
当
該
事
件
の
被
害
者
を
特
定
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
事

項
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
公
開
の
法
廷
で
明
ら
か
に
し
な

項
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
公
開
の
法
廷
で
明
ら
か
に
し
な

い
旨
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
旨
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
一
項
の
罪
若
し
く
は
同
法
第
三

二

児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
一
項
の
罪
若
し
く
は
同
法
第
三

十
四
条
第
一
項
第
九
号
に
係
る
同
法
第
六
十
条
第
二
項
の
罪

十
四
条
第
一
項
第
九
号
に
係
る
同
法
第
六
十
条
第
二
項
の
罪

、
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処

又
は
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び

罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
か
ら
第
八

処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
か
ら
第

条
ま
で
の
罪
又
は
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰

八
条
ま
で
の
罪
に
係
る
事
件

及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電

磁
的
記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま

で
の
罪
に
係
る
事
件

三

（
略
）

三

（
略
）

②
～
④

（
略
）

②
～
④

（
略
）
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○

旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
（
附
則
第
九
条
関
係
）

改

正

案

現

行

第
八
条

都
道
府
県
知
事
は
、
営
業
者
が
、
こ
の
法
律
若
し
く
は

第
八
条

都
道
府
県
知
事
は
、
営
業
者
が
、
こ
の
法
律
若
し
く
は

こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ

こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ

く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
、
又
は
第
三
条
第
二
項
各
号
（
第
四

く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
、
又
は
第
三
条
第
二
項
各
号
（
第
四

号
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
同
条
第
一
項

号
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
同
条
第
一
項

の
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
一
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
旅
館

の
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
一
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
旅
館

業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

営
業
者
（
営
業
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
代
表
者

営
業
者
（
営
業
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
代
表
者

を
含
む
。
）
又
は
そ
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が

を
含
む
。
）
又
は
そ
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が

、
当
該
旅
館
業
に
関
し
次
に
掲
げ
る
罪
を
犯
し
た
と
き
も
、
同

、
当
該
旅
館
業
に
関
し
次
に
掲
げ
る
罪
を
犯
し
た
と
き
も
、
同

様
と
す
る
。

様
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に

（
新
設
）

記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消

去
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第

号
）
第
二

章
に
規
定
す
る
罪
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○

少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
（
附
則
第
十
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
没
取
）

（
没
取
）

第
二
十
四
条
の
二

（
略
）

第
二
十
四
条
の
二

（
略
）

２

家
庭
裁
判
所
は
、
前
項
に
規
定
す
る
少
年
に
つ
い
て
、
第
十

（
新
設
）

八
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
三
条
第
二
項
又
は
前
条
第
一
項
の

決
定
を
す
る
場
合
に
は
、
決
定
を
も
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
物
を

没
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

私
事
性
的
画
像
記
録
の
提
供
等
に
よ
る
被
害
の
防
止
に
関

す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
三
条

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
触
れ
る
行
為
を
組
成
し

、
若
し
く
は
当
該
行
為
の
用
に
供
し
た
私
事
性
的
画
像
記
録

（
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
私
事
性
的
画
像
記
録
を

い
う
。
）
が
記
録
さ
れ
て
い
る
物
若
し
く
は
こ
れ
を
複
写
し

た
物
又
は
当
該
行
為
を
組
成
し
、
若
し
く
は
当
該
行
為
の
用

に
供
し
た
私
事
性
的
画
像
記
録
物
（
同
法
第
二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
私
事
性
的
画
像
記
録
物
を
い
う
。
）
を
複
写
し
た

物
二

性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に

記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消

去
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第

号
）
第
二

条
第
一
項
又
は
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
触
れ
る
行
為
に
よ

り
生
じ
た
物
を
複
写
し
た
物

３

没
取
は
、
そ
の
物
が
本
人
以
外
の
者
に
属
し
な
い
と
き
に
限

２

没
取
は
、
そ
の
物
が
本
人
以
外
の
者
に
属
し
な
い
と
き
に
限

る
。
た
だ
し
、
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
行
為
の
後
、
本
人
以
外
の

る
。
但
し
、
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
行
為
の
後
、
本
人
以
外
の
者

者
が
情
を
知
つ
て
第
一
項
の
物
を
取
得
し
、
又
は
前
項
の
物
を

が
情
を
知
つ
て
そ
の
物
を
取
得
し
た
と
き
は
、
本
人
以
外
の
者
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保
有
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
本
人
以
外
の
者
に
属
す
る
場
合

に
属
す
る
場
合
で
あ
つ
て
も
、
こ
れ
を
没
取
す
る
こ
と
が
で
き

で
あ
つ
て
も
、
こ
れ
を
没
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
。
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○

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

改

正

案

現

行

別
表
（
第
二
条
関
係
）

別
表
（
第
二
条
関
係
）

一
～
五
十
九

（
略
）

一
～
五
十
九

（
略
）

六
十

性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物

（
新
設
）

に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の

消
去
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第

号
）
第

二
章
に
規
定
す
る
罪
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○

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
（
附
則
第
十
二
条
関
係
）

改

正

案

現

行

別
表
第
三
（
第
六
条
の
二
関
係
）

別
表
第
三
（
第
六
条
の
二
関
係
）

一
～
九
十
二

（
略
）

一
～
九
十
二

（
略
）

九
十
三

性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収

（
新
設
）

物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録

の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第

号
）

第
三
条
第
二
項
（
不
特
定
又
は
多
数
の
者
に
対
す
る
性
的
影

像
記
録
提
供
等
）
又
は
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（

性
的
姿
態
等
影
像
送
信
）
の
罪
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○

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
八
十
三
号
）

（
附
則
第
十
三
条
関
係
）改

正

案

現

行

（
欠
格
事
由
）

（
欠
格
事
由
）

第
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
イ
ン
タ
ー

第
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
こ
の
法
律
、
刑
法
（

二

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
こ
の
法
律
、
刑
法
（

明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
八
十
二
条
、
児
童
福

明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
八
十
二
条
、
児
童
福

祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
十
条
第

祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
十
条
第

一
項
若
し
く
は
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の

一
項
若
し
く
は
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の

規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平

規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
一
年
法
律
第
五
十
二
号
）
に
規
定
す
る
罪
若
し
く
は
性

成
十
一
年
法
律
第
五
十
二
号
）
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
て
罰

的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録

金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を

さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消
去
等

受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過

に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第

号
）
第
二
条
か

し
な
い
者

ら
第
六
条
ま
で
に
規
定
す
る
罪
（
そ
の
被
害
者
に
児
童
が
含

ま
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
（
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
十
八

条
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
「
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
罪
等

」
と
い
う
。
）
を
犯
し
て
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執

行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日

か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者

三
～
七

（
略
）

三
～
七

（
略
）

（
事
業
の
停
止
等
）

（
事
業
の
停
止
等
）

第
十
四
条

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
者
が
そ
の
行
う
イ

第
十
四
条

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
者
が
そ
の
行
う
イ
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ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
に
関
し
こ
の
法
律
に
規
定
す
る

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
に
関
し
第
八
条
第
二
号
に
規
定

罪
等
（
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
罪
に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
一
条

す
る
罪
（
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
罪
に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
一

の
罪
及
び
同
条
の
罪
に
係
る
第
三
十
五
条
の
罪
を
除
く
。
）
そ

条
の
罪
及
び
同
条
の
罪
に
係
る
第
三
十
五
条
の
罪
を
除
く
。
）

の
他
児
童
の
健
全
な
育
成
に
障
害
を
及
ぼ
す
罪
で
政
令
で
定
め

そ
の
他
児
童
の
健
全
な
育
成
に
障
害
を
及
ぼ
す
罪
で
政
令
で
定

る
も
の
に
当
た
る
行
為
を
し
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
行
為

め
る
も
の
に
当
た
る
行
為
を
し
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
行

が
行
わ
れ
た
時
に
お
け
る
当
該
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事

為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
け
る
当
該
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介

業
者
の
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
は
、
当
該

事
業
者
の
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
は
、
当

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
者
に
対
し
、
六
月
を
超
え
な

該
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
者
に
対
し
、
六
月
を
超
え

い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
、
当
該
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹

な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
、
当
該
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性

介
事
業
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

紹
介
事
業
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る

。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
登
録
誘
引
情
報
提
供
機
関
の
登
録
）

（
登
録
誘
引
情
報
提
供
機
関
の
登
録
）

第
十
八
条

（
略
）

第
十
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
登
録
を
受
け
る

３

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
登
録
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
と
が
で
き
な
い
。

一

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
こ
の
法
律
に
規
定
す

一

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
こ
の
法
律
、
刑
法
第

る
罪
等
を
犯
し
て
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終

百
八
十
二
条
、
児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
一
項
若
し
く
は
児

わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起

童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並

算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し

て
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執

行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を

経
過
し
な
い
者

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）



- -16

○

教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）
（
附
則
第
十
四
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
児
童
生
徒
性
暴
力
等
」
と
は
、
次
に

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
児
童
生
徒
性
暴
力
等
」
と
は
、
次
に

掲
げ
る
行
為
を
い
う
。

掲
げ
る
行
為
を
い
う
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

刑
法
第
百
八
十
二
条
の
罪
、
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に

三

刑
法
第
百
八
十
二
条
の
罪
又
は
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ

係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関

に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に

す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
五
十
二
号
。
次
号
に
お
い

関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
五
十
二
号
。
次
号
に
お

て
「
児
童
ポ
ル
ノ
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま

い
て
「
児
童
ポ
ル
ノ
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
か
ら
第
八
条

で
の
罪
又
は
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び

ま
で
の
罪
に
当
た
る
行
為
を
す
る
こ
と
（
前
二
号
に
掲
げ
る

押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的

も
の
を
除
く
。
）
。

記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第

号
）
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
罪
（
児
童
生
徒
等
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
に
当
た
る
行
為
を
す
る
こ
と
（
前
二
号
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）
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○

刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
八
号
）
（
附
則
第
十
六
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
改
正
）

（
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）

第
一
条

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
略
）

（
略
）

第
二
百
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
百
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
百
一
条
の
二

検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は
、
次
に
掲
げ

第
二
百
一
条
の
二

検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は
、
次
に
掲
げ

る
者
の
個
人
特
定
事
項
（
氏
名
及
び
住
所
そ
の
他
の
個
人
を

る
者
の
個
人
特
定
事
項
（
氏
名
及
び
住
所
そ
の
他
の
個
人
を

特
定
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
事
項
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

特
定
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
事
項
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

つ
い
て
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
第
百
九
十
九
条
第
二
項

つ
い
て
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
第
百
九
十
九
条
第
二
項

本
文
の
請
求
と
同
時
に
、
裁
判
官
に
対
し
、
被
疑
者
に
示
す

本
文
の
請
求
と
同
時
に
、
裁
判
官
に
対
し
、
被
疑
者
に
示
す

も
の
と
し
て
、
当
該
個
人
特
定
事
項
の
記
載
が
な
い
逮
捕
状

も
の
と
し
て
、
当
該
個
人
特
定
事
項
の
記
載
が
な
い
逮
捕
状

の
抄
本
そ
の
他
の
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
の
交
付
を
請
求
す

の
抄
本
そ
の
他
の
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
の
交
付
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

一

次
に
掲
げ
る
事
件
の
被
害
者

一

次
に
掲
げ
る
事
件
の
被
害
者

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
一
項
の
罪
若
し
く
は
同
法

ロ

児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
一
項
の
罪
若
し
く
は
同
法

第
三
十
四
条
第
一
項
第
九
号
に
係
る
同
法
第
六
十
条
第

第
三
十
四
条
第
一
項
第
九
号
に
係
る
同
法
第
六
十
条
第

二
項
の
罪
、
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等

二
項
の
罪
又
は
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為

の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法

等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る

律
第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
罪
又
は
性
的
な
姿
態
を

法
律
第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
罪
に
係
る
事
件

撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た

（
略
）

性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
に

第
二
百
七
十
一
条
の
次
に
次
の
七
条
を
加
え
る
。

関
す
る
法
律
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
罪
に
係
る
事

第
二
百
七
十
一
条
の
二

検
察
官
は
、
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た

件

次
に
掲
げ
る
者
の
個
人
特
定
事
項
に
つ
い
て
、
必
要
と
認
め
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（
略
）

る
と
き
は
、
裁
判
所
に
対
し
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

第
二
百
七
十
一
条
の
次
に
次
の
七
条
を
加
え
る
。

起
訴
状
の
謄
本
の
送
達
に
よ
り
当
該
個
人
特
定
事
項
が
被
告

第
二
百
七
十
一
条
の
二

検
察
官
は
、
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た

人
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
を

次
に
掲
げ
る
者
の
個
人
特
定
事
項
に
つ
い
て
、
必
要
と
認
め

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
と
き
は
、
裁
判
所
に
対
し
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

一

次
に
掲
げ
る
事
件
の
被
害
者

起
訴
状
の
謄
本
の
送
達
に
よ
り
当
該
個
人
特
定
事
項
が
被
告

イ

（
略
）

人
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
を

ロ

児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
一
項
の
罪
若
し
く
は
同
法

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
第
九
号
に
係
る
同
法
第
六
十
条
第

一

次
に
掲
げ
る
事
件
の
被
害
者

二
項
の
罪
又
は
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為

イ

（
略
）

等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る

ロ

児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
一
項
の
罪
若
し
く
は
同
法

法
律
第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
罪
に
係
る
事
件

第
三
十
四
条
第
一
項
第
九
号
に
係
る
同
法
第
六
十
条
第

（
略
）

二
項
の
罪
、
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等

の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法

律
第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
罪
又
は
性
的
な
姿
態
を

撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た

性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
に

関
す
る
法
律
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
罪
に
係
る
事

件

（
略
）
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○

刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
六
号
）
（
附
則
第
十
七
条
関
係
）

改

正

案

現

行

第
三
条

刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条

刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
略
）

（
略
）

第
三
百
二
十
一
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
百
二
十
一
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
百
二
十
一
条
の
三

第
一
号
に
掲
げ
る
者
の
供
述
及
び
そ

第
三
百
二
十
一
条
の
三

第
一
号
に
掲
げ
る
者
の
供
述
及
び
そ

の
状
況
を
録
音
及
び
録
画
を
同
時
に
行
う
方
法
に
よ
り
記
録

の
状
況
を
録
音
及
び
録
画
を
同
時
に
行
う
方
法
に
よ
り
記
録

し
た
記
録
媒
体
（
そ
の
供
述
が
さ
れ
た
聴
取
の
開
始
か
ら
終

し
た
記
録
媒
体
（
そ
の
供
述
が
さ
れ
た
聴
取
の
開
始
か
ら
終

了
に
至
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
供
述
及
び
そ
の
状
況
を
記
録

了
に
至
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
供
述
及
び
そ
の
状
況
を
記
録

し
た
も
の
に
限
る
。
）
は
、
そ
の
供
述
が
第
二
号
に
掲
げ
る

し
た
も
の
に
限
る
。
）
は
、
そ
の
供
述
が
第
二
号
に
掲
げ
る

措
置
が
特
に
採
ら
れ
た
情
況
の
下
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

措
置
が
特
に
採
ら
れ
た
情
況
の
下
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

認
め
る
場
合
で
あ
つ
て
、
聴
取
に
至
る
ま
で
の
情
況
そ
の
他

認
め
る
場
合
で
あ
つ
て
、
聴
取
に
至
る
ま
で
の
情
況
そ
の
他

の
事
情
を
考
慮
し
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
第
三
百
二
十
一

の
事
情
を
考
慮
し
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
第
三
百
二
十
一

条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で

条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
そ
の
記
録
媒
体

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
そ
の
記
録
媒
体

を
取
り
調
べ
た
後
、
訴
訟
関
係
人
に
対
し
、
そ
の
供
述
者
を

を
取
り
調
べ
た
後
、
訴
訟
関
係
人
に
対
し
、
そ
の
供
述
者
を

証
人
と
し
て
尋
問
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

証
人
と
し
て
尋
問
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
者

一

次
に
掲
げ
る
者

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
一
項
の
罪
若
し
く
は
同
法

ロ

児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
一
項
の
罪
若
し
く
は
同
法

第
三
十
四
条
第
一
項
第
九
号
に
係
る
同
法
第
六
十
条
第

第
三
十
四
条
第
一
項
第
九
号
に
係
る
同
法
第
六
十
条
第

二
項
の
罪
、
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等

二
項
の
罪
又
は
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為

の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法

等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る

律
第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
罪
又
は
性
的
な
姿
態
を

法
律
第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
罪
の
被
害
者

撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た

（
略
）

性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
に
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関
す
る
法
律
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
罪
の
被
害
者

（
略
）



別添３

刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する附帯決議（衆議院）

政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配

慮をすべきである。

一 第一条の規定による改正後の刑法第百七十六条第三項及び第百七十七条第

三項の規定において、十三歳以上十六歳未満の者に対する五歳以上年長の

者の性的行為を処罰することとしているのは、両者の間におよそ「対等な

関係」があり得ないと考えられることによるものであって、両者の年齢差

が五歳差未満であれば「対等な関係」であるとするものではないのである

から、第一条の規定による改正後の刑法第百七十六条第一項及び第二項並

びに第百七十七条第一項及び第二項の規定の適用に当たっては、とりわけ、

これらの規定に定める行為をする者が十八歳以上であり、かつ、その相手

方が十六歳未満である場合には、むしろ、十六歳未満の者にとっては年齢

差がその意思決定に及ぼす影響が大きいことに鑑みると、両者の間でなさ

れた性的行為は、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって

受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること」等により「同

意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ

又はその状態にあることに乗じて」の要件や「行為がわいせつなものでは

ないとの誤信をさせ」の要件に該当し得ることに留意すること。また、附

則第二十一条の規定による周知に当たっては、この点についても、併せて

周知すること。

二 不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪における同意の位置付け及び意義、年

齢差要件及び地位・関係性要件等並びに面会要求等罪の改正法の趣旨及び構成

要件について、若年層をはじめとする国民に対する普及啓発を推し進め、十分

に周知徹底を図るよう努めること。とりわけ、子どもに対する性被害の深刻性

及び性に関する教育等の重要性に鑑み、初等教育から高等教育に至る全ての学

校段階において、子どもの心身の発達段階に応じ、十分な教育等を行うこと。

また、普及啓発のために必要な予算を確保するとともに、司法警察職員等の関

係者に対しても、法改正の趣旨を周知徹底し、十分な研修等を行うこと。

三 性犯罪が重大かつ深刻な被害を生じさせる上、その被害の性質上、性犯罪被

害者が支援を受けるまでに様々な心理的・社会的障壁があることを踏まえ、捜

査から公判等における各段階において被害者の心身の状態に十分配慮するよう

努めるとともに、被害者支援のための関係省庁の連携体制の構築、被害直後か

ら継続的な性犯罪被害者への支援やワンストップ支援センターを通じた支援の

充実等の多面的な支援を行うよう努めること。



四 いわゆる司法面接的手法による聴取結果等を記録した録音・録画記録媒体に

関する証拠能力の特則が刑事訴訟法の根幹である伝聞法則の例外であることに

鑑み、聴取の実施に当たっては、国際的な実証的研究に基づき開発された司法

面接の手順に留意しつつ実施し、当該聴取の実施の妥当性を録音・録画等によ

り事後的に検証することができる手法の措置を講じるなど、適切な運用に努め

るよう留意すること。

五 子どもが被害者である性犯罪等においては、子どもの負担を軽減し、かつ信

用性の高い供述を聴取することが重要であることに鑑み、子どもからの聴取を

適切に行うことができるよう、子どもの認知発達能力・心理・法律の知識に関

する知見や技術の向上を図るとともに、子どもが安心して話せる環境を整える

ため、海外の取組等を参考にし、民間団体や医療団体等の知見も生かしながら、

聴取の場所や方法について更なる検討を進めること。あわせて、障害者が被害

者である性犯罪等においては、障害者からの聴取を適切に行うことができるよ

う、障害者の特性に十分配慮すること。

六 子どもが証人として公判廷に出廷する際、証人の認知発達能力を踏まえず不

相当な尋問や困惑させる尋問を行うことは、証人に重篤な心的負担を与えるの

みならず、真実発見も遠のくことを踏まえ、適切な子どもの証人尋問の実施に

向けて、訴訟関係者がそうした子どもの特性に配意する必要性の周知に努める

こと。あわせて、障害者が証人として公判廷に出廷する際には、障害者の特性

を踏まえ、適切な証人尋問となるよう配慮すべきことを周知すること。

七 附則第二十条第一項の検討を行うに当たっては、子どもが被害者である性犯

罪等における被害の実情、被害開示後の被害聴取方法、被害聴取結果の証拠能

力及び公判廷での尋問の在り方等、この法律による改正後の規定の施行の状況

等を勘案して、子どもが被害者である性犯罪等についての施策の在り方につい

て検討を加えること。

八 性犯罪の捜査、司法手続に当たって、被害者の心理及び心的外傷、被害者と

相手方の関係性をより一層適切に踏まえてなされる必要性に鑑み、これらに関

連する心理学的・精神医学的知見等について調査研究を推進するとともに、調

査研究を踏まえた研修を行うこと。

九 性犯罪及び性暴力に関する実情及び海外の制度等について引き続き調査を行

うとともに、附則第二十条第一項の検討を行うに当たっては、不同意性交等罪

における同意の位置付け、生徒と教員及び障害者と保護・監督者等との間の地

位に基づく影響力に関する要件、いわゆる性交同意年齢の年齢差要件、公訴時

効期間等の在り方についても検討を行うこと。



別添４

刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する附帯決議（参議院）

政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配

慮をすべきである。

一 第一条の規定による改正後の刑法第百七十六条第三項及び第百七十七条第

三項の規定において、十三歳以上十六歳未満の者に対する五歳以上年長の

者の性的行為を処罰することとしているのは、両者の間におよそ「対等な

関係」があり得ないと考えられることによるものであって、両者の年齢差

が五歳差未満であれば「対等な関係」であるとするものではないのである

から、第一条の規定による改正後の刑法第百七十六条第一項及び第二項並

びに第百七十七条第一項及び第二項の規定の適用に当たっては、とりわけ、

これらの規定に定める行為をする者が十八歳以上であり、かつ、その相手

方が十六歳未満である場合には、むしろ、十六歳未満の者にとっては年齢

差がその意思決定に及ぼす影響が大きいことに鑑みると、両者の間でなさ

れた性的行為は、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって

受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること」等により「同

意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ

又はその状態にあることに乗じて」の要件や「行為がわいせつなものでは

ないとの誤信をさせ」の要件に該当し得ることに留意すること。また、附

則第二十一条の規定による周知に当たっては、この点についても、併せて

周知すること。

二 不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪における同意の位置付け及び意義、年

齢差要件及び地位・関係性要件等並びに面会要求等罪の改正法の趣旨及び構成

要件について、若年層をはじめとする国民に対する普及啓発を推し進め、十分

に周知徹底を図るよう努めること。とりわけ、子どもに対する性被害の深刻性

及び性に関する教育等の重要性に鑑み、初等教育から高等教育に至る全ての学

校段階において、子どもの心身の発達段階に応じ、十分な教育等を行うこと。

また、普及啓発のために必要な予算を確保するとともに、司法警察職員等の関

係者に対しても、法改正の趣旨を周知徹底し、十分な研修等を行うこと。

三 性犯罪が被害者の性別を問わないものとなっていることを踏まえ、被害の相

談、捜査、公判のあらゆる過程において、男性や性的マイノリティの被害者に

ついて適切に対応できるよう、関係機関等に対する研修等を通じて徹底させる

よう努めること。

四 第一条の規定による改正後の刑法第百七十六条及び第百七十七条において、

婚姻関係の有無にかかわらず性犯罪が成立することが明確化されたことに鑑み、



司法警察職員、検察官、裁判官及び地方自治体の職員等の関係者に対して、法

改正の趣旨を周知徹底し、必要な対応等を行うこと。

五 性犯罪が重大かつ深刻な被害を生じさせる上、その被害の性質上、性犯罪被

害者が支援を受けるまでに様々な心理的・社会的障壁があることを踏まえ、捜

査から公判等における各段階において被害者の心身の状態に十分配慮するよう

努めるとともに、被害者支援のための関係省庁の連携体制の構築、被害直後か

ら継続的な性犯罪被害者への支援やワンストップ支援センターを通じた支援の

充実等の多面的な支援を行うよう努めること。その際、心身に障害がある性犯

罪被害者について、その特性を踏まえて適切な対応をすること。

六 いわゆる司法面接的手法による聴取結果等を記録した録音・録画記録媒体に

関する証拠能力の特則が刑事訴訟法の根幹である伝聞法則の例外であることに

鑑み、聴取の実施に当たっては、国際的な実証的研究に基づき開発された司法

面接の手順に留意しつつ実施し、当該聴取の実施の妥当性を録音・録画等によ

り事後的に検証することができる手法の措置を講じるなど、適切な運用に努め

るよう留意すること。

七 いわゆる司法面接的手法による聴取の前の段階において、聴取対象者の記憶

の汚染を防止するよう努めるとともに、聴取後の聴取対象者への接触について

は、汚染のない初期供述を可能な限り少ない回数の面接によって確保するとい

う司法面接的手法による聴取の趣旨に反することがないよう、関係者において

十分配慮すること。

八 子どもが被害者である性犯罪等においては、子どもの負担を軽減し、かつ信

用性の高い供述を聴取することが重要であることに鑑み、子どもからの聴取を

適切に行うことができるよう、子どもの認知発達能力・心理・法律の知識に関

する知見や技術の向上を図るとともに、子どもが安心して話せる環境を整える

ため、海外の取組等を参考にし、民間団体や医療団体等の知見も生かしながら、

聴取の場所や方法について更なる検討を進めること。あわせて、障害者が被害

者である性犯罪等においては、障害者からの聴取を適切に行うことができるよ

う、障害者の特性に十分配慮すること。

九 子どもが証人として公判廷に出廷する際、証人の認知発達能力を踏まえず不

相当な尋問や困惑させる尋問を行うことは、証人に重篤な心的負担を与えるの

みならず、真実発見も遠のくことを踏まえ、適切な子どもの証人尋問の実施に

向けて、訴訟関係者がそうした子どもの特性に配意する必要性の周知に努める

こと。あわせて、障害者が証人として公判廷に出廷する際には、障害者の特性

を踏まえ、適切な証人尋問となるよう配慮すべきことを周知すること。

十 附則第二十条第一項の検討を行うに当たっては、子どもが被害者である性犯

罪等における被害の実情、被害開示後の被害聴取方法、被害聴取結果の証拠能



力及び公判廷での尋問の在り方等、この法律による改正後の規定の施行の状況

等を勘案して、子どもが被害者である性犯罪等についての施策の在り方につい

て検討を加えること。

十一 性犯罪の捜査、司法手続に当たって、被害者の心理及び心的外傷、被害者

と相手方の関係性をより一層適切に踏まえてなされる必要性に鑑み、これらに

関連する心理学的・精神医学的知見等について調査研究を推進するとともに、

調査研究を踏まえた研修を行うこと。

十二 性犯罪者の再犯等に関する多角的な調査研究や関係機関と連携した施策の

実施など、効果的な再犯防止対策を講じるよう努めること。

十三 性犯罪及び性暴力に関する実情及び海外の制度等について引き続き調査を

行うとともに、附則第二十条第一項の検討を行うに当たっては、不同意性交等

罪における同意の位置付け、生徒と教員及び障害者と保護・監督者等との間の

地位に基づく影響力に関する要件、いわゆる性交同意年齢の年齢差要件、公訴

時効期間等の在り方についても検討を行うこと。また、障害者が被害者である

性犯罪に関し、被害者の意思形成を考慮した要件、障害者と対人援助職の者等

との間の地位に基づく影響力に関する要件、公訴時効期間等の在り方について

も検討を行うこと。



別添５

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像

に係る電磁的記録の消去等に関する法律案に対する附帯決議（衆議院）

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきであ

る。

一 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律附則第二十条第一項の検討を行う

に当たっては、アスリートや客室乗務員に対する盗撮が社会問題となっている

ことを踏まえ、正当な理由がないのに、性的姿態等以外の人の姿態又は部位（衣

服により覆われているものを含む。）を性的な意図をもって撮影する行為等を規

制することについて検討を行うこと。

二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律附則第二十条第一項の検討を行う

に当たっては、本法及び今般の改正後の刑法の運用状況を踏まえ、十三歳以上

十六歳未満の者を対象としてその性的姿態等を撮影する行為等の年齢差要件に

ついて検討を行うこと。

三 第四章に規定する電磁的記録の消去等が速やかに実施されるよう、検察官に

対し必要な研修を行い、法曹関係者に周知すること。

四 本法第二条第一項第四号において十三歳以上十六歳未満の者に対する五歳以

上年長の者の性的姿態等の撮影行為を処罰することとしているのは、両者の間

におよそ「対等な関係」があり得ないと考えられることによるものであって、

両者の年齢差が五歳差未満であれば「対等な関係」であるとするものではない

のであるから、同項第二号及び第三号の規定の適用に当たっては、とりわけ、

これらの規定に定める撮影行為をする者が十八歳以上であり、かつ、その相手

方が十六歳未満である場合には、むしろ、十六歳未満の者にとっては年齢差が

その意思決定に及ぼす影響が大きいことに鑑みると、十八歳以上の者が十六歳

未満の者の対象性的姿態等を撮影する行為は、同項第二号で定める改正後の刑

法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由の「経済的又は社会的関係上

の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮

していること」等により「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うする

ことが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」の要件や、本法第

二条第一項第三号の「行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ」の要

件に該当し得ることに留意すること。

五 子どもに対する撮影行為の被害がとりわけ深刻であることに鑑み、子ども、

学校関係者及び保護者に対して本法の趣旨について効果的な啓発を行うこと。

また、啓発のために必要な予算を確保するとともに、司法警察職員等の関係者

に対しても、本法の趣旨を周知徹底し、十分な研修等を行うこと。



六 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律附則第二十条第一項の検討を行う

に当たっては、本法により新設された性的姿態等撮影罪等について、その発生

状況、政府における対応の状況、被害の実態等を継続的に把握し、被害者救済

の観点から検証を行うとともに、性的姿態等の撮影の同意後にこれを撤回した

にもかかわらず撮影した影像を記録した物を所持し続ける場合及び国外で日本

国民以外の者が行った場合の罰則の新設について検討を行うこと。

七 性的姿態等撮影罪等の被害者が実効性のある支援を受けられるよう、警察、

ワンストップ支援センター、日本司法支援センター、民間の支援団体その

他の関係機関・団体相互間の連携の強化を図るなどして、相談体制や支援

環境の整備に努めること。



別添６

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像

に係る電磁的記録の消去等に関する法律案に対する附帯決議（参議院）

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきであ

る。

一 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律附則第二十条第一項の検討を行う

に当たっては、アスリートや客室乗務員等に対する盗撮が社会問題となってい

る実情を踏まえ、正当な理由がないのに、性的姿態等以外の人の姿態又は部位

（衣服により覆われているものを含む。）を性的な意図をもって撮影する行為等

を規制することについて検討を行うこと。

二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律附則第二十条第一項の検討を行う

に当たっては、本法及び今般の改正後の刑法の運用状況を踏まえ、十三歳以上

十六歳未満の者を対象としてその性的姿態等を撮影する行為等の年齢差要件に

ついて検討を行うこと。

三 第四章に規定する電磁的記録の消去等が速やかに実施されるよう、検察官に

対し必要な研修を行い、法曹関係者に周知すること。

四 本法第二条第一項第四号において十三歳以上十六歳未満の者に対する五歳以

上年長の者の性的姿態等の撮影行為を処罰することとしているのは、両者の間

におよそ「対等な関係」があり得ないと考えられることによるものであって、

両者の年齢差が五歳差未満であれば「対等な関係」であるとするものではない

のであるから、同項第二号及び第三号の規定の適用に当たっては、とりわけ、

これらの規定に定める撮影行為をする者が十八歳以上であり、かつ、その相手

方が十六歳未満である場合には、むしろ、十六歳未満の者にとっては年齢差が

その意思決定に及ぼす影響が大きいことに鑑みると、十八歳以上の者が十六歳

未満の者の対象性的姿態等を撮影する行為は、同項第二号で定める改正後の刑

法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由の「経済的又は社会的関係上

の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮

していること」等により「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うする

ことが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」の要件や、本法第

二条第一項第三号の「行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ」の要

件に該当し得ることに留意すること。

五 子どもに対する撮影行為の被害がとりわけ深刻であることに鑑み、子ども、

学校関係者及び保護者に対して本法の趣旨について効果的な啓発を行うこと。

また、啓発のために必要な予算を確保するとともに、司法警察職員等の関係者

に対しても、本法の趣旨を周知徹底し、十分な研修等を行うこと。



六 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律附則第二十条第一項の検討を行う

に当たっては、本法により新設された性的姿態等撮影罪等について、その発生

状況、政府における対応の状況、被害の実態等を継続的に把握し、被害者救済

の観点から検証を行うとともに、性的姿態等の撮影の同意後にこれを撤回した

にもかかわらず撮影した影像を記録した物を所持し続ける場合及び国外で日本

国民以外の者が行った場合の罰則の新設について検討を行うこと。

七 性的姿態等撮影罪等の被害者が実効性のある支援を受けられるよう、警察、

ワンストップ支援センター、日本司法支援センター、民間の支援団体その他の

関係機関・団体相互間の連携の強化を図るなどして、相談体制や支援環境の整

備に努めること。


